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戦
国
期
の
夏
股
建
国
伝
承
の
形
態

ー
伝
世
文
献
と
の
比
較
に
見
る
上
博
楚
簡
「
容
成
氏
」

横

’慎

’悟

山

は
じ
め
に

一
九
九
四
年
、
中
国
の
上
海
博
物
館
は
香
港
の
市
場
か
ら
一
二

O
O枚
以
上
の
竹
簡
史
料
を
購
入
し
、
数
年
に
わ
た
る
復
元
作
業
の
後
、

二
O
O
一
年
か
ら
『
上
海
博
物
館
戴
戦
国
楚
竹
主
旦
と
し
て
刊
行
・
公
聞
を
開
始
し
た
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
る
各
篇
か
ら
は
、
紀
元
前

長
江
流
域
に
お
け
る
思
想
・
宗
教
等
の
有
り
様
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
第
二
分
冊
に
収
録
さ
れ
る
『
容
成
氏
「
は
、
戦
国

期
成
立
と
さ
れ
る
伝
世
丈
献
に
も
広
く
見
ら
れ
る
古
代
の
王
者
達
の
名
、
そ
し
て
そ
の
事
跡
を
記
す
一
篇
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
え
る
事
跡

の
中
に
は
、
伝
世
丈
献
の
も
の
と
は
異
な
る
形
式
の
物
語
も
見
受
け
ら
れ
、
特
に
夏
王
朝
の
実
質
的
二
代
王
と
さ
れ
る
啓
、
段
王
朝
の
開

祖
と
さ
れ
る
湯
、
湯
の
臣
下
で
あ
る
伊
予
と
い
っ
た
人
物
に
関
す
る
評
価
は
、
伝
世
儒
家
丈
献
の
伝
え
る
「
聖
王
」
「
聖
人
」
と
し
て
の

も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
『
容
成
氏
』
中
の
啓
・
湯
・
伊
予
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
、
伝
世
丈
献
に
見
え
る
伝
承
と
の
比
較
を
行
い
、
本
篇
の
特

質
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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一
．
竹
簡
『
容
成
氏
」
に
関
し
て

①
基
礎
情
報

『
容
成
氏
』
は
、
『
上
海
博
物
館
戴
戦
国
楚
竹
書
』
の
第
二
分
冊
に
収
録
さ
れ
、
第
五
十
三
簡
背
面
に
あ
る
「
訟
成
尽
」
の
表
記
に
よ
っ

て
命
名
さ
れ
た
。
本
篇
は
、
総
て
五
十
三
枚
の
竹
簡
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
完
全
な
形
で
保
存
さ
れ
る
簡
は
三
十
七
枚
、
そ
の

他
十
六
簡
に
は
破
損
・
残
欠
が
見
え
る
。
簡
長
は
約
四
十
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
一
簡
あ
た
り
四
十
二

1
四
十
五
字
が
抄
写
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
所
々
に
見
ら
れ
る
丈
章
の
断
絶
か
ら
、
脱
簡
と
推
定
さ
れ
る
部
分
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
市
場
で
の
購
入
と
い

う
入
手
経
緯
か
ら
、
そ
の
抄
写
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
朱
淵
清
『
馬
承
源
先
生
談
上
海
簡
』
に
一
不
さ
れ
る
「
距
今
時
間
矯

N
N
勾
仲
包
有
」
と
い
う
中
国
科
学
院
上
海
原
子
核
研
究
所
に
よ
り
炭
素
原
子
測
定
の
結
果
を
踏
ま
え
、
紀
元
前
回
世
紀
後
半
よ
二
世
紀

前
半
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
容
成
氏
』
に
見
え
る
物
語
は
、
神
話
時
代
の
古
代
帝
王
の
系
譜
に
始
ま
り
、
続
い
て
亮
・
舜
・
再
に
至
る
ま
で
の
理
想
的
な
治
世
に

つ
い
て
述
べ
、
そ
の
後
に
夏
・
段
・
周
の
三
王
朝
の
建
国
に
つ
い
て
叙
述
す
る
。
た
だ
し
、
冒
頭
の
古
代
帝
王
達
の
多
く
は
、
そ
の
名
称

だ
け
が
記
載
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
そ
の
具
体
的
な
事
績
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
、
末
尾
の
周
王
朝
建
国
に
関
す
る
物
語
も
、
簡

の
欠
損
に
よ
っ
て
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
我
々
が
本
篇
か
ら
知
り
得
る
情
報
の
多
く
は
、
嘉
・
舜
・
再
、
そ
し

て
夏
・
段
の
世
襲
王
朝
創
建
説
話
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

『
容
成
氏
』
に
見
え
る
物
語
の
最
た
る
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
血
縁
に
依
ら
な
い
王
位
継
承
「
禅
譲
」
を
称
揚
し
、
血
縁
や

武
力
に
よ
る
即
位
を
徹
底
的
に
排
斥
す
る
思
想
で
あ
る
。
本
篇
の
最
大
の
テ
I
マ
は
「
禅
譲
」
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
本
篇
の
著
者
は
、
権

力
移
行
の
形
式
と
し
て
禅
譲
を
称
揚
す
る
儒
家
・
墨
家
い
ず
れ
か
に
近
い
思
想
を
持
つ
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
篇
に
関
す
る
先
行

研
究
の
多
く
は
、
「
禅
譲
」
の
概
念
を
中
心
と
し
た
、
儒
家
と
墨
家
の
聞
の
論
争
を
軸
に
読
解
を
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

『
容
成
氏
』
に
関
す
る
先
行
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
「
禅
譲
」
の
理
想
形
と
さ
れ
た
、
主
・
舜
・
再
に
関
す
る
記
述
、
そ
し
て
そ
の
「
禅

譲
」
形
式
の
特
徴
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
放
伐
を
行
っ
た
夏
の
啓
、
段
の
湯
と
い
っ
た
人
物
の
記
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述
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
加
え
る
研
究
は
未
だ
少
な
く
、
彼
ら
に
関
す
る
考
察
は
置
き
去
り
に
さ
れ
が
ち
な
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
こ
の
『
容
成
氏
』
の
後
半
部
に
あ
る
、
啓
以
降
の
伝
承
に
注
目
し
、
伝
世
丈
献
と
の
関
連
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
『
容
成
氏
』
の
記
述
の
、
伝
承
伝
播
経
路
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

②
『
容
成
氏
』
本
丈

筆
者
は
、
物
語
の
構
成
上
、
『
容
成
氏
』
に
見
ら
れ
る
物
語
を
以
下
の
よ
う
な
三
部
に
分
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

・
第
一
部
・
神
話
時
代
か
ら
嘉
・
舜
・
再
に
至
る
ま
で
の
聖
王
の
治
世

（
第
一
／
7
三
簡
・
第
三
十
五
簡
下
部
・
第
四
1
七
簡
・
第
四
十
三
簡
・
第
九
1
十
一
簡
・
第
十
三
1
十
四
簡
・
第
八
簡
・
第
十
二
簡
・

第
二
十
三
簡
・
第
十
五
簡
・
第
二
十
四
土
二
十
簡
・
第
十
六
1
二
十
一
簡
・
第
三
十
一
／
7
三
十
二
簡
・
第
二
十
二
簡
・
第
三
十
三
簡
「
是

日
矯
名
」
ま
で
〉

・
第
二
部
・
再
の
皐
陶
・
益
へ
の
譲
位
・
啓
に
よ
る
王
位
強
奪
・
架
の
悪
政
・
湯
の
放
伐

（
第
三
十
三
簡
「
再
又
（
有
）
子
五
人
」

1
第
三
十
五
簡
上
部
分
・
第
三
十
六
1
四
十
二
簡
「
而
王
天
下
」
ま
で
〉

．
第
三
部
・
受
の
悪
政
・
丈
王
の
受
へ
の
奉
仕
・
武
王
の
放
伐

〈
第
四
十
二
簡
「
湯
王
天
下
」
以
降
・
第
四
十
四
1
四
十
八
簡
〉

第
一
部
で
は
、
「
：
・
膚
氏
、
赫
青
氏
、
高
辛
氏
、
倉
韻
氏
、
軒
鞍
氏
、
神
農
氏
、
混
沌
氏
、
伏
義
氏
の
天
下
を
有
す
る
や
、
皆
其
の
子

に
授
け
ず
し
て
賢
に
授
く
。
〈
・
・
・
膚
氏
、
赫
青
氏
、
高
辛
氏
、
倉
韻
氏
、
軒
鞍
氏
、
一
珊
農
氏
、
混
沌
氏
、
伏
義
氏
之
有
天
下
也
、
皆
不
授

其
子
而
授
賢
。
〉
」
〈
第
一
簡
〉
と
、
禅
譲
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
王
達
の
治
世
が
描
か
れ
た
後
、
本
篇
の
主
張
の
要
で
あ
ろ
う
嘉
・
舜
・

再
の
治
世
の
様
子
が
叙
述
さ
れ
る
。
彼
ら
は
そ
の
即
位
の
際
、

是
に
於
け
る
や
方
百
里
の
中
率
い
、
天
下
の
人
、
就
き
て
奉
じ
て
之
を
立
て
、
日
て
天
子
と
矯
す
。
（
於
是
乎
方
百
里
之
中
率
、
天

-3一



下
之
人
、
就
奉
而
立
之
、
日
矯
天
子
。
〉
〈
第
六
・
七
簡
〉

嘉
に
子
九
人
有
る
も
、
其
の
子
を
日
て
後
と
矯
さ
ず
、
舜
の
賢
を
見
る
や
、
而
ち
日
て
後
と
矯
さ
ん
と
欲
す
。
〈
嘉
有
子
九
人
、
不

日
其
子
矯
後
、
見
舜
之
賢
也
、
而
欲
目
矯
後
。
）
〈
第
十
二
簡
〉

舜
乃
ち
老
い
、
視
は
明
な
ら
ず
、
聴
は
聡
な
ら
ず
。
舜
に
子
七
人
有
る
も
、
其
の
子
を
日
て
後
と
矯
さ
ず
。
再
の
賢
な
る
を
見
れ
ば
、

而
ち
以
て
後
と
矯
さ
ん
と
欲
す
。
同
は
乃
ち
五
た
び
譲
す
る
に
天
下
の
賢
者
を
日
て
す
る
も
、
己
む
を
得
ず
し
て
、
然
る
後
に
敢
え

て
之
を
受
く
。
〈
舜
乃
老
、
視
不
明
、
聴
不
聡
。
舜
有
子
七
人
、
不
日
其
子
局
後
、
見
昌
之
賢
也
、
而
欲
以
矯
後
。
再
乃
五
譲
日
天

下
之
賢
者
、
不
得
己
、
然
後
敢
受
之
o
〉
〈
第
十
七
・
十
八
簡
〉

と
、
民
衆
、
あ
る
い
は
民
衆
の
支
持
を
得
た
先
代
の
天
子
か
ら
の
推
戴
の
下
に
天
子
の
位
を
得
た
と
さ
れ
て
お
り
、
本
篇
に
は
、
王
位
の

正
統
性
の
根
拠
と
し
て
民
衆
の
意
志
を
重
視
す
る
思
想
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
禅
譲
に
よ
っ
て
即
位
し
た
彼
ら
の
理
想
的
な
治
世
は
、

川
嘉
の
治
世

其
の
政
は
治
む
る
も
賞
、
せ
ず
、
官
す
る
も
爵
せ
ず
、
民
を
勘
ま
す
こ
と
無
く
し
て
治
乱
図
せ
ず
。
故
に
日
く
、
賢
及
・
。
是
を
日
て

し
め

賢
を
視
し
、
地
を
履
み
天
を
戴
き
、
義
と
信
に
篤
く
、
合
同
す
る
こ
と
天
地
の
聞
に
在
り
、
而
し
て
包
す
る
こ
と
四
海
の
内
に
在
り
。
〈
其

政
治
而
不
賞
、
官
而
不
爵
、
無
闇
於
民
而
治
乱
不
図
。
故
日
、
賢
及
：
・
〈
断
簡
〉
【
第
四
十
三
簡
】
・
・
・
是
目
視
賢
、
履
地
戴
天
、
篤

主
義
奥
信
、
命
日
在
天
地
之
問
、
而
包
在
四
海
之
内
。
【
第
九
簡
】
〉
〈
第
四
十
三
簡
・
第
九
簡
）

山
舜
の
治
世

舜
の
政
を
聴
く
こ
と
三
年
に
し
て
、
山
陵
は
疏
な
ら
ず
、
水
涼
は
情
な
ら
ざ
れ
ば
、
乃
ち
再
を
立
て
て
日
て
司
工
と
矯
す
。
（
舜
聴

政
三
年
、
山
陵
不
疏
、
水
涼
不
情
、
乃
立
再
日
矯
司
工
。
〉
〈
第
二
十
三
簡
〉

天
下
の
民
の
居
定
ま
り
、
乃
ち
食
を
筒
む
れ
ば
、
乃
ち
后
稜
を
立
て
て
日
て
峻
と
矯
す
。
〈
天
下
之
民
居
定
、
乃
筒
食
、
乃
立
后
稜

日
矯
眼
。
〉
（
第
二
十
八
簡
〉

騎
態
始
め
て
作
れ
ば
、
乃
ち
皐
陶
を
立
て
て
日
て
李
と
矯
す
。
〈
騎
態
始
作
、
乃
立
皐
陶
日
矯
李
o
〉
〈
第
二
十
九
簡
〉

舜
乃
ち
天
地
の
気
を
命
日
し
て
之
を
聴
き
用
い
ん
と
欲
す
れ
ば
、
乃
ち
質
を
立
て
て
日
て
楽
正
と
矯
す
。
〈
舜
乃
欲
合
回
天
地
之
気
而
聴
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乃
立
質
日
矯
楽
正
。
）

〈
第
三
十
簡
〉

用
之
、

川
昌
の
治
世

再
は
政
を
聴
く
こ
と
三
年
に
し
て
、
革
を
製
せ
ず
、
金
を
刃
に
せ
ず
、
矢
を
略
、
せ
ず
、
田
は
察
す
る
こ
と
無
く
、
宅
は
工
せ
ず
、
関

市
に
は
賦
す
る
こ
と
無
し
。
再
は
乃
ち
山
陵
平
濃
の
口
巴
を
封
ず
べ
き
者
に
因
り
て
、
之
を
繁
貰
す
。
〈
再
聴
政
三
年
、
不
製
革
、
不

刃
金
、
不
略
矢
、
田
無
察
、
宅
不
工
、
関
市
無
賦
。
再
乃
因
山
陵
平
摂
之
可
封
口
巴
【
第
十
八
簡
】
者
而
繁
賓
之

0

・
・
【
十
九
簡
】
〉

〈
第
十
八
・
十
九
簡
〉

の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
称
揚
さ
れ
て
い
る
の
は
、
褒
賞
や
爵
位
の
授
与
・
課
税
・
経
済
や
軍
備
等
の
政
策
に
依
ら
ず
、
賢
者
の
個

人
的
能
力
・
仁
愛
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
治
世
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
賞
罰
や
細
か
な
政
策
に
よ
っ
て
富
国
強
兵
を
目
指
し
た
法
家
思
想

を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
一
部
で
、
神
話
時
代
の
王
・
嘉
・
舜
・
再
と
続
く
平
和
的
な
王
位
継
承
が
描
か
れ
た
後
、
第
二
部
で
は
、
同
の
子
で
あ
る
啓
や
段
の

初
代
王
・
湯
に
よ
る
、
武
力
を
行
使
し
た
王
朝
創
始
謹
が
叙
述
さ
れ
る
。
第
一
部
に
登
場
す
る
王
者
達
が
人
間
愛
に
基
づ
い
て
行
動
す
る

人
物
と
し
て
描
か
れ
る
反
面
、
第
二
部
に
見
え
る
王
者
の
姿
は
、
自
分
本
位
な
人
物
、
あ
る
い
は
知
日
謀
の
人
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。
彼
ら

に
関
す
る
物
語
は
以
下
の
通
り
。

川
啓
に
よ
る
王
位
強
奪

再
に
は
子
五
人
有
り
、
其
の
子
を
日
て
後
と
せ
ず
、
皐
陶
の
賢
な
る
を
見
れ
ば
、
而
ち
日
て
其
の
後
と
矯
さ
ん
と
欲
す
。
皐
陶
は
乃

ち
五
譲
す
る
に
天
下
の
賢
者
を
日
て
し
、
遂
に
疾
と
稿
し
て
出
で
ず
し
て
死
す
。
再
は
是
に
於
け
る
や
、
盆
に
譲
る
も
、
敵
是
に
於

け
る
や
、
盆
を
攻
め
て
自
ら
取
る
。
（
・
・
・
再
有
子
五
人
、
不
日
其
子
後
、
見
【
第
三
十
三
簡
】
皐
陶
之
賢
也
、
而
欲
目
其
後
。
皐
陶

乃
五
譲
日
天
下
之
賢
者
、
遂
稿
疾
不
出
而
死
。
再
於
是
乎
譲
盆
、
敵
於
是
乎
攻
盆
白
取
。
【
第
三
十
四
簡
】
〉

〈
第
三
十
三
・
三
十
四
簡
〉
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山
湯
の
放
伐

・
天
下
に
王
た
る
こ
と
十
有
六
世
に
し
て
架
作
る
。
架
は
其
の
先
王
の
道
を
述
べ
ず
、
・
・
是
の
時
に
首
た
る
や
、
強
弱
聴
を
辞
せ
ず
、



衆
寡
訟
を
聴
か
ず
、
天
地
四
時
の
事
惰
ま
ら
ず
。
湯
は
乃
ち
輔
け
て
征
籍
を
矯
り
、
以
て
関
市
を
征
す
。
民
乃
ち
宜
し
く
怨
む
べ
く
、

虐
疾
始
め
て
生
ず
。
是
に
於
け
る
や
、
暗
・
聾
・
肢
・
砂
・
痩
・
偉
の
始
め
て
起
こ
る
こ
と
有
り
。
湯
乃
ち
謀
り
、
戒
し
て
賢
を
求

す

で

い

つ

わ

め
、
乃
ち
伊
予
を
立
て
て
目
て
佐
と
矯
す
。
伊
予
は
既
己
に
命
を
受
く
れ
ば
、
乃
ち
丘
〈
を
執
り
暴
を
林
一
万
ず
。
伴
り
て
民
を
得
、
遂
に

迷
わ
せ
て
其
の
力
の
足
ら
、
ざ
る
を
量
ら
ず
、
師
を
起
こ
し
て
以
て
眠
山
氏
を
伐
ち
、
其
の
丙
女
淡
・
琉
を
取
り
、
欽
北
は
其
の
邦
を

去
り
、
杵
し
て
骨
宮
を
矯
り
、
築
き
て
椿
室
を
矯
り
、
飾
し
て
稽
蓋
を
矯
り
、
立
て
て
玉
聞
を
矯
ら
し
む
。
其
の
騎
泰
是
く
の
如
き

の
ぼ

の
状
た
り
。
湯
之
を
聞
き
、
是
に
於
け
る
や
、
慎
戒
し
賢
を
陸
ら
せ
、
槙
恵
し
て
目
娘
、
せ
ざ
る
こ
と
、
三
十
年
に
し
て
之
を
能
く
す
。

是
く
の
如
く
し
て
可
な
ら
、
ざ
れ
ば
、
然
る
後
に
従
り
て
之
を
攻
む
。
陸
る
こ
と
武
遂
白
り
し
、
入
る
こ
と
北
門
白
り
し
、
中
図
に
立

つ
。
架
乃
ち
逃
れ
、
歴
山
氏
に
之
く
。
湯
又
た
従
り
て
之
を
攻
め
、
降
る
こ
と
鳴
僚
の
遂
自
り
し
、
日
て
高
一
珊
の
門
に
伐
つ
。
架
乃

ち
逃
れ
、
南
某
氏
に
之
く
。
湯
又
た
従
り
て
之
を
攻
め
、
遂
に
逃
去
し
て
、
蒼
梧
の
埜
に
之
く
。
湯
是
に
於
け
る
や
、
九
州
の
師
を

徴
し
、
日
て
四
海
の
内
を
批
す
。
是
に
於
け
る
や
、
天
下
の
兵
大
い
に
起
こ
り
、
是
に
於
い
て
宗
を
亡
し
族
を
裁
し
葦
を
残
し
、
高

に
服
す

0

・
賊
盗
、
夫
れ
是
を
日
て
衆
を
得
て
天
下
に
王
た
り
o

〈
・
王
天
下
十
有
六
世
而
築
作
。
架
不
述
其
先
王
之
道
、
・
・
〈
断
簡
〉

【
第
三
十
五
簡
上
部
】
・
嘗
是
時
、
強
弱
不
辞
聴
、
衆
寡
不
聴
訟
、
天
地
四
時
之
事
不
惰
。
湯
乃
輔
矯
征
籍
、
以
征
関
市
。
民
乃

宜
怨
、
虐
疾
始
生
。
於
是
【
第
三
十
六
簡
】
乎
有
富
聾
肢
砂
痩
偉
始
起
。
湯
乃
謀
、
戒
求
賢
、
乃
立
伊
予
日
矯
佐
。
伊
予
既
己
受
命
、

乃
執
兵
林
一
万
暴
。
伴
得
子
民
、
遂
迷
而
【
第
三
十
七
簡
】
不
量
其
力
之
不
足
、
起
師
以
伐
眠
山
氏
、
取
其
丙
女
淡
・
琉
、
北
蚊
去
其
邦
、

杵
矯
宮
宮
、
築
矯
落
室
、
飾
矯
瑳
吉
室
、
立
矯
玉
問
。
其
騎
【
第
三
十
八
簡
】
泰
如
是
状
。
湯
聞
之
、
於
是
乎
慎
戒
陸
賢
、
懐
恵
不
晶
、

三
十
年
而
能
之
。
如
是
而
不
可
、
然
後
従
而
攻
之
。
陸
自
武
遂
、
入
白
北
【
第
三
十
九
簡
】
門
、
立
於
中
図
。
架
乃
逃
、
之
歴
山
氏
。

湯
又
従
而
攻
之
、
降
白
鳴
保
之
遂
、
日
伐
高
神
之
門
。
架
乃
逃
、
之
南
美
氏
。
湯
又
従
而
攻
之
、
【
第
四
十
簡
】
遂
逃
去
、
之
蒼
梧

之
埜
。
湯
於
是
乎
徴
九
州
之
師
、
日
批
四
海
之
内
、
於
是
乎
天
下
之
兵
大
起
、
於
是
亡
宗
裁
族
残
輩
、
高
服
。
【
第
四
十
一
簡
】
〈
断

簡
〉
・
・
・
賊
盗
、
夫
是
日
得
衆
而
王
天
下
。
・
・
・
【
第
四
十
二
簡
】
〉
（
第
三
十
五
簡
上
部
・
第
三
十
六
1
四
十
二
簡
〉

川
は
、
同
の
治
世
を
描
く
場
面
の
後
に
叙
述
さ
れ
る
、
同
の
後
継
者
選
定
に
関
す
る
説
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
は
、
皐
陶
へ
の
譲
位
を

拒
絶
さ
れ
た
後
、
王
位
を
益
へ
と
禅
譲
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
の
子
・
啓
は
こ
れ
を
不
服
と
し
た
の
か
、
益
を
攻
撃
し
、
王
位
を
奪
い
取
っ
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て
し
ま
う
。
こ
こ
に
見
え
る
啓
の
姿
は
、
後
に
一
不
す
『
孟
子
』
等
の
儒
家
丈
献
に
見
ら
れ
る
彼
の
姿
と
は
大
き
く
異
な
り
、
野
心
的
な
人

物
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
山
は
夏
王
朝
最
後
の
王
・
架
と
、
そ
れ
を
討
伐
し
た
段
王
朝
の
創
始
者
・
湯
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
多
く
の
伝
世
丈
献
に
お

い
て
、
湯
は
聖
王
と
し
て
描
か
れ
、
仁
者
の
代
表
と
し
て
嘉
・
舜
・
再
、
そ
し
て
周
の
丈
王
・
武
王
と
並
列
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
容
成

氏
』
の
湯
は
、
暴
君
の
架
を
諌
め
ず
に
、
む
し
ろ
架
の
悪
政
を
助
長
さ
せ
、
民
衆
を
苦
し
め
る
一
方
、
自
身
は
賢
臣
・
名
君
と
し
て
振
る

舞
い
、
民
衆
の
恨
み
は
全
て
架
に
押
し
付
け
、
最
後
に
は
梁
を
追
い
詰
め
て
殺
害
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
ま
で
悪
媒
な
湯
の
姿
は
、
儒
家
・

墨
家
の
伝
世
丈
献
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
容
成
氏
』
に
お
け
る
夏
・
段
王
朝
成
立
謹
に
は
、
問
題
点
と
す
る
べ
き
点
は
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
に
述
べ

た
通
り
、
本
篇
の
思
想
に
言
及
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
本
篇
の
重
ん
ず
る
嘉
・
舜
・
再
の
説
話
の
み
を
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
啓
・
湯
、
そ
し
て
湯
の
臣
下
で
あ
り
、
湯
の
即
位
に
貢
献
し
た
伊
予
の
三
者
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
伝
世
丈
献
に
お
け

る
彼
ら
の
姿
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
『
容
成
氏
』
中
の
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
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『
尚
童
日
」
系
文
献
に
お
け
る
啓
・
湯
・
伊
予

古
代
中
国
の
王
者
に
関
す
る
伝
承
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
は
、
後
世
儒
家
の
五
経
の
一
つ
と
さ
れ
た
『
尚
主
旦
が
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
所
謂
「
焚
書
坑
儒
」
・
漢
初
ま
で
の
戦
乱
を
経
て
、
古
代
『
尚
書
』
の
テ
キ
ス
ト
は
散
逸
し

た
と
さ
れ
る
。
現
在
通
行
し
て
い
る
『
尚
書
』
は
、
東
晋
の
梅
蹟
が
朝
廷
に
献
上
し
た
五
十
八
巻
本
〈
『
偽
古
丈
尚
書
』
〉
を
基
に
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
篇
次
・
篇
名
は
、
先
秦
時
代
の
丈
献
に
散
見
す
る
も
の
は
お
ろ
か
、
漢
代
の
伏
生
に
よ
る
『
今
丈
尚
書
』
の
も
の
と

き
え
一
致
し
な
い
部
分
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
先
秦
時
代
の
諸
子
の
見
て
い
た
『
尚
主
旦
を
考
え
る
上
で
、
『
偽
古
丈
尚
主
旦
を
全
面
的

に
信
じ
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
本
章
で
は
、
主
に
先
秦
時
代
の
丈
献
に
引
用
さ
れ
る
古
代
『
尚
主
旦
と
思
わ

れ
る
記
述
に
的
を
絞
り
、
ま
ず
は
そ
こ
に
登
場
す
る
諸
王
伝
承
引
用
の
傾
向
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

先
秦
時
代
の
丈
献
に
お
け
る
『
尚
書
』
の
引
用
に
関
し
て
は
、
松
本
雅
明
氏
・
劉
起
針
氏
に
よ
る
論
考
が
存
在
す
る
。
両
氏
は
、
戦
国



期の文献に引丈として見られる『尚書』の登場回数を数え、その篇名を百篇本や各今古丈の篇次と照合し、引用され

る部分の傾向について考察している。両氏の研究を基に、秦代までの成立と目される、主だった先秦の諸書における

夏股時代に関わる篇の登場回数を整理すると左の通り。

殿代 夏代

逸重量 詳細
百篇序

夏 詳細
百篇序

書

官刑 不篇明
洪範説命伊訓盤庚魅仲太甲湯詰湯説湯誓

逸 不篇明
甘高皐諜陶征胤五大篇
誓貢 Z霊

三員三回五a岡口' 

1 1 3 5 1孟
子

3 3 3 2 2 4 6 左
（ 伝
2 

） 

1 2 国
圭回五口

1 1 3 1 1 1 8 1 1 2 墨
子

1 2 萄
子

2 2 1 1 氏春秋呂

韓非

子

（ 

（ 

〉
」
内
は
劉
起
針
氏
の
説
に
お
け
る
数
値
）
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諸
書
に
登
場
す
る
『
尚
主
旦
各
篇
の
名
の
多
く
は
、
百
篇
序
、
あ
る
い
は
『
偽
古
丈
尚
書
』
に
も
見
え
る
。
無
論
、
名
称
が
同
じ
で
あ
っ

て
も
、
内
容
ま
で
同
一
の
も
の
と
判
断
し
得
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
『
墨
子
』
に
数
多
く
見
ら
れ
る
逸
篇
の
存
在
で
あ
る
。
儒
家
丈
献
に
引
用
さ
れ
る
各
篇
の
名
称
の
殆
ど
が
後
世
の
儒

家
に
用
い
ら
れ
た
『
偽
古
丈
尚
書
』
に
踏
襲
さ
れ
る
一
方
、
『
墨
子
』
に
登
場
す
る
『
尚
主
旦
と
思
わ
れ
る
篇
の
一
部
は
、
『
偽
古
丈
尚
書
』

に
も
、
孔
安
国
序
の
百
篇
に
も
見
ら
れ
な
い
。
右
表
の
中
で
は
「
夏
書
逸
篇
」
〈
再
誓
・
総
穂
・
武
観
・
距
年
・
竪
年
・
相
年
・
順
天
明

不
解
の
七
種
〉
・
「
逸
書
・
官
刑
」
と
し
た
こ
れ
ら
の
篇
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、
儒
家
と
は
異
な
る
伝
承
の
形
態
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

松
本
氏
は
、
『
墨
子
』
独
自
の
書
の
中
で
、
夏
に
関
す
る
部
分
が
「
距
年
」
「
竪
年
」
「
相
年
」
「
馴
天
明
不
解
」
「
再
誓
」
「
総
穂
」
と
数

が
多
く
、
一
方
で
は
っ
き
り
と
段
関
連
で
あ
る
と
わ
か
る
も
の
が
『
日
刑
』
の
補
篇
と
目
さ
れ
る
「
官
刑
（
湯
之
官
刑
〉
」
だ
け
で
あ
る

こ
と
に
言
及
し
、
「
墨
家
が
そ
の
思
想
的
根
拠
を
、
夏
に
求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
も
と
づ
く
」
も
の
と
結
論
づ
け
た
。
そ
の
上
で
、

松
本
氏
は
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
も
、
墨
家
に
お
い
て
は
戦
国
中
期
に
、
儒
家
と
異
る
王
国
』
が
成
立
し
て
ゆ
く
経
路
を
知
る
の
で
あ

る
」
と
、
儒
家
・
墨
家
に
よ
る
独
自
の
『
尚
書
』
諸
篇
形
成
を
示
唆
す
る
。
そ
の
一
方
で
劉
氏
は
、

先
秦
諸
子
都
運
用
主
日
》
篇
来
称
道
古
史
、
以
宣
揚
自
己
的
学
説
。
儒
墨
両
家
在
這
方
面
倣
得
尤
為
出
色
。
為
適
応
自
己
学
説
的
需

要
、
就
出
現
上
面
所
釆
用
同
一
室
田
》
篇
而
各
有
不
同
的
現
象
。
他
伺
大
体
沿
用
一
些
旧
《
書
》
篇
材
料
、
凡
能
為
自
己
学
説
張
日

者
、
就
径
用
原
書
篇
。
有
不
尽
適
合
自
己
的
、
他
問
就
加
工
改
造
、
成
為
体
現
自
己
学
説
観
点
的
古
史
室
田
》
篇
、
把
自
己
的
学
説

作
為
古
己
如
此
的
成
例
提
出
。

〈
原
丈
は
簡
体
字
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
日
本
で
通
行
す
る
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
傍
線
は
論
者
に
よ
る
o
〉

〈
訳
〉
先
秦
諸
子
は
『
尚
主
旦
を
用
い
て
古
代
を
称
え
る
こ
と
で
、
自
身
の
学
説
を
言
い
広
め
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
儒
・
墨
の

二
つ
の
学
派
に
最
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
〈
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
が
『
尚
書
』
を
〉
自
分
の
学
説
に
適
合
さ
せ
た
た
め
に
、
「
『
尚
書
』

中
の
同
じ
篇
を
採
用
し
た
の
に
、
〈
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
し
た
丈
章
に
〉
差
異
が
生
ま
れ
る
」
現
象
が
発
生
し
た
。
先
秦
諸
子
は
、
大

体
古
代
の
『
尚
書
』
諸
篇
を
素
材
と
し
て
踏
襲
し
た
。
彼
ら
は
、
自
分
の
学
説
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
、
〈
引
用
し
た
丈
章
〉
す
べ
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て
に
元
々
の
『
尚
書
』
の
諸
篇
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
〈
し
か
し
、
）
自
説
と
全
く
合
わ
な
い
記
述
が
あ
っ
た
場
合
、
彼
ら
は
そ
れ
を

書
き
改
め
、
自
分
の
学
説
の
見
地
に
従
っ
た
古
代
の
姿
を
記
す
『
尚
主
旦
篇
を
作
為
し
た
。
そ
し
て
自
分
の
学
説
に
つ
い
て
、
「
古

代
に
は
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
先
例
が
一
不
さ
れ
て
い
る
o
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
論
者
訳
）

の
よ
う
に
述
べ
、
儒
家
・
墨
家
が
自
ら
の
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
『
尚
主
旦
を
一
部
改
作
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

両
学
派
が
各
国
へ
の
遊
説
を
盛
ん
に
行
う
中
で
、
創
作
・
改
作
を
経
た
先
王
の
言
葉
が
有
効
な
根
拠
と
な
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
両
氏
の

見
解
に
は
肺
に
落
ち
な
い
所
が
残
る
。

近
年
、
『
尚
書
』
成
立
に
関
し
て
、
興
味
深
い
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
国
歴
史
博
物
館
は
『
中
国
歴
史
丈
物
』
二

O
O
二
年
第

六
期
に
て
、
西
周
期
の
作
と
さ
れ
る
『
焚
公
霊
』
〈
北
京
保
利
芸
術
博
物
館
戴
〉
と
呼
ば
れ
る
青
銅
器
を
公
開
し
た
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た

銘
文
の
冒
頭
に
は
、
「
天
馬
に
命
じ
て
土
を
敷
き
、
山
に
随
い
川
を
没
わ
し
む
。
（
天
命
再
敷
土
、
随
山
没
川
o
〉
」
と
あ
る
。
凡
国
棟
氏
は

『
『
容
成
氏
』
ク
九
州
ψ

得
名
原
因
試
探
』
の
中
で
、
『
焚
公
霊
』
冒
頭
と
、
『
偽
古
丈
尚
主
旦
再
貢
の
「
再
は
土
を
敷
き
、
山
に
随
い
木
を

け

ず

（

江

）

刊
り
、
高
山
・
大
川
を
実
る
。
〈
再
敷
土
、
随
山
刊
木
、
実
高
山
大
川
o
〉
」
の
部
分
と
の
酷
似
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
『
尚
書
』

の
一
部
の
篇
が
青
銅
器
碑
丈
に
依
っ
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
淵
源
を
西
周
期
に
ま
で
遡
り
得
る
可
能
性
を
一
不
す
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
の
実
証
に
は
、
よ
り
多
く
の
金
丈
史
料
の
発
見
・
検
証
が
不
可
欠
で
あ
り
、
未
だ
戦
国
期
『
尚
書
』
全
体

の
由
緒
を
断
言
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
周
代
各
国
の
支
配
階
級
が
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
青
銅
器
の
碑

文
に
『
尚
書
』
型
の
伝
承
が
認
め
ら
れ
た
以
上
、
そ
れ
ら
の
伝
承
の
少
な
く
な
い
部
分
は
遊
説
を
行
っ
て
い
た
「
士
」
階
級
で
は
な
く
、

支
配
階
級
の
保
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
『
尚
書
』
の
諸
篇
を
完
全
な
創
作
と
見
な
す
こ
と

は
困
難
に
な
っ
た
。

前
掲
の
表
を
見
る
と
、
諸
書
に
お
け
る
「
夏
書
」
の
引
用
は
「
大
再
諜
」
「
皐
陶
諜
」
「
再
貢
」
、
そ
し
て
『
墨
子
』
の
引
く
「
再
誓
」

と
い
っ
た
、
再
に
関
す
る
諸
篇
が
多
く
、
次
い
で
多
い
の
が
、
「
五
子
之
歌
」
「
胤
征
」
と
い
っ
た
、
啓
の
子
達
に
関
わ
る
篇
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
一
方
で
、
啓
に
関
す
る
篇
の
引
用
は
少
な
く
、
は
っ
き
り
と
啓
に
関
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
の
は
、
『
墨
子
』
に
引
用
さ

れ
る
「
武
観
」
・
「
甘
誓
」
の
二
篇
に
止
ま
る
。
ゆ
え
に
、
戦
国
期
に
お
け
る
啓
伝
承
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
墨
家
の
下
に
あ
っ
た
で
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あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

啓
に
関
す
る
伝
承
が
墨
家
に
集
中
す
る
一
方
、
段
の
湯
近
辺
に
関
す
る
伝
承
は
、
儒
家
・
墨
家
の
諸
書
に
散
見
す
る
。
し
か
も
「
湯
誓
」

の
よ
う
に
、
各
書
物
に
引
用
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
『
尚
室
田
』
型
湯
伝
承
が
、
学
派
を
問
わ
ず
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
一
不
す
。
そ

の
傍
ら
、
『
墨
子
』
に
は
、
伊
予
に
関
わ
る
篇
の
引
用
が
無
く
、
代
わ
り
に
伊
予
と
同
じ
く
湯
の
臣
下
で
あ
っ
た
仲
旭
に
関
す
る
書
が
多

く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
湯
を
主
人
公
と
す
る
篇
は
、
各
学
派
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
伊
予
は
そ
の
臣
下
の
筆
頭
と

し
て
の
共
通
認
識
を
得
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
先
秦
成
立
の
諸
書
に
見
ら
れ
る
『
尚
書
』
引
用
の
傾
向
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
後
の
章
で
は
、

『
尚
主
旦
系
伝
承
を
含
む
、
啓
・
湯
・
伊
予
伝
承
を
詳
細
に
見
て
い
き
た
い
。

『
墨
子
」
に
お
け
る
啓
・
湯
・
伊
予

二
O
O
二
年
に
『
容
成
氏
』
が
公
開
さ
れ
た
際
、
研
究
者
た
ち
が
真
っ
先
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
の
禅
譲
を
尊
び
放
伐
を
庇
め
る
内
容

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
ま
で
の
十
年
余
り
に
及
ぶ
『
容
成
氏
』
研
究
に
は
、
こ
の
禅
譲
の
性
質
に
関
す
る
考
察
を
目
的
と
す
る
も

の
が
多
い
。
そ
こ
で
禅
譲
思
想
を
考
え
る
上
で
、
参
考
と
し
て
必
ず
挙
げ
ら
れ
る
も
の
が
、
『
墨
子
』
に
見
ら
れ
る
尚
賢
思
想
で
あ
る
。

尚
賢
思
想
と
は
、
尚
賢
中
篇
の
「
古
者
、
聖
王
甚
だ
尚
賢
を
尊
び
て
、
能
を
任
じ
使
い
、
父
兄
に
黛
せ
ず
、
貴
富
に
偏
せ
ず
、
顔
色
に
壁

れ
ず
、
賢
者
は
挙
げ
て
之
を
上
げ
、
富
ま
し
め
て
之
を
貴
び
、
以
て
官
の
長
と
矯
す
。
〈
古
者
、
聖
王
甚
尊
尚
賢
而
任
使
能
、
不
黛
父
兄
、

不
偏
貴
富
、
不
嬰
顔
色
、
賢
者
奉
而
上
之
、
富
而
貴
之
、
以
矯
官
長
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
一
不
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
世
襲
に
よ
ら
ず
に

適
当
な
人
物
を
指
導
者
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
た
だ
し
、
墨
家
の
尚
賢
思
想
は
、
あ
く
ま
で
王
者
に
よ
る
人

材
登
用
を
主
な
目
的
と
す
る
も
の
で
、
禅
譲
に
よ
る
政
権
移
譲
は
そ
の
一
形
態
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
墨

子
』
に
お
け
る
嘉
・
舜
は
、

古
者
、
完
は
舜
を
服
、
揮
の
陽
よ
り
奉
げ
、
之
に
政
を
授
け
、
天
下
平
ら
か
な
り
。
再
は
益
を
陰
方
の
中
よ
り
奉
げ
、
之
に
政
を
授
け
、

九
州
成
る
。
湯
は
伊
予
を
庖
厨
の
中
よ
り
奉
げ
、
之
に
政
を
授
け
、
其
の
謀
得
た
り
。
丈
王
は
閑
天
・
泰
顛
を
宜
同
の
中
よ
り
奉
げ
、
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之
に
政
を
授
け
、
西
土
服
す
。
〈
古
者
主
奉
舜
於
服
、
津
之
陽
、
授
之
政
、
天
下
平
。
民
奉
益
於
陰
方
之
中
、
授
之
政
、
九
州
成
、
湯

奉
伊
予
於
庖
厨
之
中
、
授
之
政
、
其
謀
得
。
丈
王
奉
閑
天
・
泰
顛
於
宜
同
之
中
、
授
之
政
、
西
土
服
。
〉
〈
尚
賢
上
篇
〉

の
よ
う
に
の
ち
の
世
襲
王
朝
の
創
始
者
達
と
並
列
さ
れ
て
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
に
は
別
段
禅
譲
に
よ
り
即
位
し
た
君
主
を
持
ち

上
げ
、
世
襲
君
主
を
非
難
す
る
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
墨
家
に
お
け
る
禅
譲
と
は
、
後
世
の
王
者
が
賢
相
を
用
い
る
こ

と
と
同
質
の
も
の
で
、
そ
こ
に
価
値
観
上
で
の
優
劣
は
無
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
墨
子
』
の
尚
賢
思
想
は
、
禅
譲
に
よ
る
政
権
移
行
の
み
を
尊
ぶ
『
容
成
氏
』
と
は
軌
を
異
に
す
る
も
の
の
、
そ
の
成
立
の
上
で
何
ら

か
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
次
に
、
『
墨
子
』
中
に
見
ら
れ
る
夏
股
の
諸
王
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

①
啓
に
つ
い
て

『
墨
子
』
は
再
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
為
政
に
携
わ
る
姿
を
盛
ん
に
用
い
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
再
の
功
績
と
し
て
は
、
主
に
「
再
は

水
土
を
平
ら
げ
、
山
川
に
主
名
す
。
〈
民
平
水
土
、
、
玉
名
山
川
o
）
」
（
尚
賢
中
篇
〉
の
よ
う
な
治
水
・
道
路
整
備
に
関
わ
る
も
の
と
、
「
同

は
皐
陶
・
伯
盆
に
染
ま
る
。
〈
再
染
於
皐
陶
・
伯
盆
。
〉
」
〈
所
染
篇
〉
・
「
再
は
盆
を
陰
方
の
中
よ
り
挙
げ
、
之
に
政
を
授
け
、
九
州
成
る
。
（
苗
同

奉
盆
於
陰
方
之
中
、
授
之
政
、
九
州
成
。
〉
」
〈
尚
賢
上
篇
〉
の
よ
う
な
、
尚
賢
説
の
基
盤
と
な
る
人
材
登
用
説
話
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

再
の
治
水
説
話
や
皐
陶
・
伯
益
の
名
が
、
後
述
の
『
孟
子
』
を
始
め
と
し
た
儒
家
丈
献
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
学
派
の
聞
に
は
、

再
周
辺
の
伝
承
に
関
す
る
一
定
の
共
通
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

再
を
聖
人
と
し
て
評
価
す
る
一
方
で
、
『
墨
子
』
非
築
上
篇
は
、
古
代
『
尚
書
』
の
一
篇
と
思
わ
れ
る
『
武
観
』
を
引
用
し
、
啓
を
批

判
対
象
と
し
て
い
る
。

『
武
観
』
に
於
い
て
日
く
「
敵
は
乃
ち
淫
溢
に
し
て
楽
に
康
り
、
野
に
飲
食
し
、
将
将
と
し
て
克
碧
を
銘
ら
し
以
て
力
め
、
酒
に
湛

濁
し
、
野
に
泳
食
し
、
高
舞
す
る
こ
と
翼
翼
た
り
。
章
ら
か
に
大
〈
『
墨
子
間
詰
』
に
引
く
恵
棟
の
説
で
は
「
天
」
に
作
る
〉
に
聞

こ
ゆ
れ
ば
、
天
用
て
式
と
せ
ず
」
と
。
〈
於
『
武
観
』
日
「
般
乃
淫
溢
康
楽
、
野
子
飲
食
、
将
将
銘
蒐
碧
以
力
、
湛
濁
子
酒
、
泳
食

子
野
、
高
舞
翼
一
、
章
聞
子
大
、
天
用
弗
式
。
」
〉
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こ
こ
で
の
啓
は
、
飲
酒
や
音
楽
に
入
り
浸
る
暗
君
と
し
て
、
節
倹
を
旨
と
す
る
墨
家
と
相
容
れ
な
い
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
啓
評

価
は
、
『
容
成
氏
』
の
そ
れ
と
重
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
墨
家
の
忌
避
す
る
音
楽
や
華
美
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

②
湯
・
伊
予
に
つ
い
て

『
墨
子
』
に
お
け
る
湯
は
、

点
に
集
中
す
る
。

川
伊
予
を
始
め
と
し
た
賢
人
の
登
用

湯
は
伊
予
・
仲
旭
に
染
ま
る
。
（
湯
染
於
伊
予
・
仲
旭
o
〉
〈
所
染
篇
〉

湯
は
伊
予
を
庖
厨
の
中
よ
り
皐
げ
、
之
に
政
を
授
け
、
其
の
謀
得
た
り
。

上
篇
〉

伊
撃
は
有
幸
氏
の
女
の
私
臣
に
し
て
、
親
ら
庖
人
矯
り
、
湯
は
之
を
得
て
、
奉
げ
て
以
て
己
の
相
と
矯
し
、
奥
に
天
下
の
政
を
接
ぎ
、

天
下
の
民
を
治
め
し
む
。
（
伊
塾
、
有
幸
氏
女
之
私
臣
、
親
矯
庖
人
、
湯
得
之
、
奉
以
矯
己
相
、
奥
接
天
下
之
政
、
治
天
下
之
民
。
〉
〈
尚

賢
上
篇
〉

昔
、
伊
予
は
幸
氏
の
女
師
の
僕
矯
り
、
使
わ
れ
て
庖
人
矯
り
。
湯
得
て
之
を
奉
げ
、
立
て
て
三
公
と
矯
し
、
天
下
の
政
を
接
、
ぎ
、
天

下
の
民
を
治
め
し
む
。
〈
昔
伊
予
矯
幸
氏
女
師
僕
、
使
矯
庖
人
。
湯
得
而
奉
之
、
立
矯
三
公
、
使
接
天
下
之
政
、
治
天
下
之
民
。
〉
〈
尚

賢
下
篇
）

昔
、
湯
は
将
に
往
き
て
伊
予
に
見
え
ん
と
し
、
彰
氏
の
子
を
し
て
御
た
ら
し
む
。
彰
氏
の
子
、
半
道
に
し
て
聞
い
て
日
く
「
君
将
に

ま
み

何
く
に
か
之
か
ん
と
す
」
と
。
湯
日
く
「
特
に
往
き
て
伊
予
に
見
え
ん
と
す
」
と
。
彰
氏
の
子
日
く
「
伊
予
は
天
下
の
購
入
な
り
。

若
し
君
之
に
見
え
ん
と
欲
す
れ
ば
、
亦
た
召
問
、
せ
し
む
れ
ば
、
彼
れ
賜
を
受
け
ん
」
と
。
湯
日
く
「
女
の
知
る
所
に
非
、
ざ
る
な
り
。

今
此
に
薬
有
り
、
之
を
食
え
ば
則
ち
耳
聴
を
加
え
、
日
明
を
加
、
つ
れ
ば
、
則
ち
吾
れ
必
ず
説
び
て
、
強
め
て
之
を
食
ら
わ
ん
。
今
夫

れ
伊
予
の
我
が
固
に
於
け
る
や
、
之
を
陸
一
一
で
つ
れ
ば
良
醤
・
善
薬
な
り
。
而
る
に
、
子
は
我
の
伊
予
に
見
ゆ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
是
れ

同
と
同
じ
く
聖
王
と
し
て
扱
わ
れ
、

同
と
並
列
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
事
跡
は
、

以
下
の
二

（
湯
皐
伊
予
於
庖
厨
之
中
、

授
之
政
、
其
謀
得
。
〉

（
尚
賢
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子
の
吾
が
善
を
欲
、
せ
ざ
る
か
」
と
。
因
り
て
彰
氏
の
子
を
下
し
、
御
た
ら
し
め
ず
。
（
昔
者
、
湯
将
往
見
伊
予
、
令
彰
氏
之
子
御
。

彰
氏
之
子
半
道
而
問
日
「
君
将
何
之
o
」
湯
日
「
将
往
見
伊
予
o
」
彰
氏
之
子
日
「
伊
予
、
天
下
之
購
入
也
。
若
君
欲
見
之
、
亦
令
召

問
君
、
彼
受
賜
実
。
」
湯
日
「
非
女
所
知
也
。
今
有
薬
此
、
食
之
則
耳
加
聴
、
日
加
明
、
則
吾
必
説
而
強
食
之
。
今
夫
伊
予
之
於
我

園
也
、
警
之
良
殴
霊
口
薬
也
。
而
子
不
欲
我
見
伊
予
、
是
子
不
欲
吾
善
也
o
」
因
下
彰
氏
之
子
、
不
使
御
。
〉
〈
貴
義
篇
〉

川
架
の
討
伐
・
段
王
朝
の
創
建

夫
れ
架
は
湯
を
待
つ
の
備
え
無
き
が
故
に
放
た
る
。
材
は
武
を
待
つ
の
備
え
無
き
が
故
に
殺
さ
る
。
〈
夫
架
無
待
湯
之
備
、
故
放
。

材
無
待
武
之
備
、
故
殺
o
〉
（
七
患
篇
〉め。

湯
は
架
を
大
水
に
放
ち
、
天
下
を
環
り
、
自
立
し
て
以
て
王
矯
り
。
（
湯
放
架
於
大
水
、
環
天
下
自
立
以
矯
王
。
〉
〈
三
詩
篇
〉

川
で
は
、
在
野
の
賢
人
で
あ
る
伊
予
の
登
用
に
執
心
す
る
湯
の
姿
が
描
か
れ
る
。
特
に
貴
義
篇
の
説
話
に
見
え
る
湯
は
、
御
者
の
諌
言

に
怒
り
を
表
す
ほ
ど
に
、
伊
予
と
の
接
見
に
執
着
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
『
墨
子
』
に
お
い
て
、
湯
の
説
話
が
再
の
も
の
と
同
様
に
尚

賢
説
の
拠
り
所
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
は
、
湯
に
よ
る
放
伐
に
関
す
る
伝
承
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
戦
国
中
頃
の
墨
家
は
、
他
国
へ
の
侵
攻
を
否
定
す
る
「
非
攻
」
を
掲

げ
、
大
国
に
よ
る
侵
略
戦
争
に
対
抗
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
墨
家
は
武
力
に
よ
る
支
配
構
造
の
確
立
を
忌
詳
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
墨
家
が
重
ん
ず
る
再
や
湯
に
は
、
有
苗
氏
や
架
に
対
し
て
武
力
に
よ
る
征
伐
を
行
っ
た
伝
承
が
あ
り
、
墨
家
も
そ
れ
を

事
実
と
し
て
認
め
て
い
る
。
非
攻
説
と
再
・
湯
の
事
跡
は
相
反
す
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
墨
家
は
そ
の
一
見
矛
盾
し
た
両

者
を
共
に
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
墨
家
の
中
で
も
議
論
さ
れ
て
い
た
事
柄
で
あ
り
、
非
攻
下
篇
に
以
下
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

そ
し

今
夫
の
攻
伐
を
好
む
の
君
に
還
び
て
は
、
又
た
其
の
説
を
飾
り
、
以
て
子
墨
子
を
非
り
て
日
く
「
攻
伐
の
不
義
矯
る
を
以
て
、
物
に

利
す
る
を
非
と
す
る
か
。
昔
、
同
は
有
苗
を
征
し
、
湯
は
架
を
伐
ち
、
武
王
は
材
を
伐
つ
も
、
此
れ
皆
立
ち
て
聖
王
矯
り
。
是
れ
何

の
故
か
o
」
と
。
子
墨
子
日
く
「
子
は
未
だ
吾
が
言
の
類
を
察
、
せ
ず
、
未
だ
其
の
故
を
明
ら
か
に
、
せ
ざ
る
者
な
り
。
彼
は
所
謂
攻
に

非
ず
、
誌
を
謂
う
な
り

0

・
・
」
〈
今
還
夫
好
攻
伐
之
君
、
又
飾
其
説
、
以
非
子
墨
子
日
「
以
攻
伐
之
矯
不
義
、
非
利
物
奥
。
昔
者
同
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征
有
苗
、
湯
伐
築
、
武
王
伐
材
、
此
皆
立
矯
聖
王
、
是
何
故
也
o
」
子
墨
子
日
「
子
未
察
吾
言
之
類
、
未
明
其
故
者
也
。
彼
非
所
謂
攻
、

謂
諒
也

0

・
・
・
」
〉
〈
傍
線
は
論
者
に
よ
る
〉

こ
こ
で
『
墨
子
』
は
、
王
者
の
行
使
す
る
武
力
攻
撃
を
「
攻
」
と
「
諒
」
の
二
つ
に
分
け
、
上
古
の
王
者
に
よ
る
「
諒
」
を
肯
定
し
、

そ
れ
以
外
を
「
攻
」
と
し
て
非
難
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
再
や
湯
、
武
王
の
征
伐
行
為
の
正
当
性
を
説
明
し
て
い
る
。
吉
、
水
慎
二
郎
氏

は
、
こ
の
「
諒
」
思
想
が
『
孟
子
』
の
「
放
伐
」
に
関
す
る
思
想
へ
の
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
渡
遺
卓
氏
が
非

攻
諸
篇
を
戦
国
前
期
成
立
、
つ
ま
り
『
孟
子
』
に
先
行
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
従
う
な
ら
ば
、
『
孟
子
』
は
墨
家
批
判
の
立
場

を
取
っ
て
い
た
も
の
の
、
一
方
で
墨
家
と
の
衝
突
の
中
で
、
そ
の
思
想
を
一
部
受
容
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
『
墨
子
』

に
お
け
る
湯
が
、
墨
家
の
放
伐
論
の
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
墨
子
』
に
登
場
す
る
啓
は
、
後
述
す
る
『
孟
子
』
に
お
け
る
彼
と
は
異
な
り
、
音
楽
や
飲
酒
に
耽
る
暗
君
と
し
て
描
か
れ
、
非
難
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
登
場
数
が
少
な
い
た
め
に
、
墨
家
に
お
け
る
啓
の
具
体
的
な
性
格
を
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
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四

『
孟
子
」
に
お
け
る
啓
・
湯
・
伊
予

m
p啓
に
つ
い
て

『
孟
子
』
に
お
い
て
啓
は
、
偉
大
な
父
の
跡
を
継
、
ぎ
、
天
の
指
名
・
民
衆
の
推
戴
を
受
け
て
即
位
し
た
王
者
と
さ
れ
て
い
る
。

高
章
問
う
て
日
く
「
人
の
『
再
に
至
り
て
懐
衰
え
、
賢
に
惇
え
ず
し
て
子
に
惇
う
』
と
言
、
つ
こ
と
有
り
、
諸
れ
有
る
か
」
と
。
孟
子

日
く
「
然
る
に
否
、
ざ
る
な
り
。
天
賢
に
奥
、
つ
れ
ば
則
ち
賢
に
奥
え
、
天
子
に
奥
、
つ
れ
ば
則
ち
子
に
奥
う
。
昔
、
舜
は
再
を
天
に
薦
む

る
こ
と
、
十
有
七
年
に
し
て
、
舜
崩
ず
。
三
年
の
喪
畢
、
つ
れ
ば
、
民
は
舜
の
子
を
陽
城
に
避
く
。
天
下
の
民
の
之
に
従
う
こ
と
、
主

崩
ず
る
の
後
、
主
の
子
に
従
わ
ず
し
て
舜
に
従
う
が
若
き
な
り
。
同
は
盆
を
天
に
薦
め
、
七
年
に
し
て
再
崩
ず
。
三
年
の
喪
畢
わ
れ

ば
、
盆
は
爵
の
子
を
箕
山
の
陰
に
避
く
。
朝
朝
・
訟
獄
す
る
者
は
、
盆
に
之
か
ず
し
て
敢
に
之
き
、
日
く
『
五
口
が
君
の
子
な
り
』
と
o

z耕
副
刊
割
引
自
叫
相
判
明
U
引
劃
劃
刷
叫
相
川
副
引
耳
尉
割
引
引
制

H
M叫
｜
」
と
o

（
高
章
問
日
「
人
有
言
『
至



於
再
而
徳
衰
、
不
惇
於
賢
而
惇
於
子
』
、
有
諸
o
」
孟
子
日
「
否
然
也
。
天
奥
賢
則
奥
賢
、
天
奥
子
則
奥
子
。
昔
者
舜
薦
再
於
天
、
十

有
七
年
。
舜
崩
、
三
年
之
喪
畢
、
再
避
舜
之
子
於
陽
城
。
天
下
之
民
従
之
、
若
嘉
崩
之
後
不
従
嘉
之
子
而
従
舜
也
。
再
薦
盆
於
天
、

七
年
同
崩
、
三
年
之
喪
畢
、
盆
避
昌
子
於
箕
山
之
陰
。
朝
観
訟
獄
者
、
不
之
盆
而
之
敵
、
日
『
五
口
君
之
子
也
o
』
謡
歌
者
不
調
歌
盆

而
誼
歌
敗
、
日
『
五
口
君
之
子
也
o
』
：
・
」
〉
〈
『
孟
子
』
高
章
上
篇
、
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。
〉

こ
こ
で
孟
子
は
、
王
位
の
移
譲
の
根
拠
を
天
意
、
そ
し
て
そ
の
発
現
で
あ
る
民
意
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
思
想
に
は
、
『
容
成
氏
』

が
嘉
の
地
位
の
拠
り
所
と
し
て
、
「
天
下
の
人
就
き
て
奉
じ
て
之
を
立
て
、
日
て
天
子
と
矯
す
。
〈
天
下
之
人
、
就
奉
而
立
之
、
日
矯
天
子
。
〉
」

〈
第
七
簡
〉
の
よ
う
に
、
民
衆
の
推
戴
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
と
共
通
す
る
部
分
が
認
め
ら
れ
る
。

『
孟
子
』
は
、
『
容
成
氏
』
と
同
じ
く
、
再
が
一
度
伯
益
へ
の
禅
譲
を
意
図
し
た
こ
と
を
描
写
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
受
け
た
伯
益
・

啓
の
対
応
に
つ
い
て
、
『
孟
子
』
は
『
容
成
氏
』
と
異
な
る
伝
承
を
伝
え
る
。
『
孟
子
』
の
啓
と
伯
益
と
の
関
係
は
険
悪
で
は
な
く
、
こ
こ

で
は
、
益
が
啓
の
補
佐
に
回
り
、
啓
の
即
位
の
た
め
に
奔
走
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
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②
湯
に
つ
い
て

『
孟
子
』
が
夏
時
代
に
比
較
し
て
、
段
代
の
伝
承
を
重
ん
じ
た
こ
と
は
、
第
二
章
で
考
え
た

と
が
で
き
る
。

『
尚
書
』

の
引
用
の
傾
向
か
ら
も
知
る
こ

『
墨
子
』
と
同
じ
く
、
『
孟
子
』
の
湯
も
、
架
を
討
伐
し
た
王
者
と
し
て
登
場
す
る
。

斉
の
宣
王
聞
い
て
日
わ
く
「
湯
は
架
を
放
ち
、
武
王
は
材
を
伐
つ
、
諸
れ
有
る
か
」
と
。
孟
子
封
え
て
日
く
「
惇
に
於
い
て
之
有
り
o
」

と
。
日
く
「
臣
其
の
君
を
試
す
、
可
な
る
か
」
と
。
日
く
『
仁
を
賊
う
者
は
、
之
を
賊
と
謂
う
。
義
を
賊
う
者
は
、
之
を
残
と
謂
う
。

残
賊
の
人
は
、
之
を
一
土
人
と
謂
う
。
一
夫
材
を
諒
す
る
を
聞
く
も
、
未
だ
君
を
試
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
』
と
。
（
斉
宣
王
問
日
「
湯

放
築
、
武
王
伐
材
、
有
諸
o
」
孟
子
封
日
「
於
惇
有
之
」
』
日
「
臣
試
其
君
、
可
乎
o
」
日
「
賊
仁
者
、
謂
之
賊
。
賊
義
者
、
謂
之
残
。

残
賊
之
人
、
謂
之
一
夫
。
聞
諒
一
夫
材
夫
、
未
聞
紙
君
也
o
」
〉
〈
梁
恵
王
下
篇
、
傍
線
は
論
者
に
よ
る
o
〉

こ
の
条
は
、
『
孟
子
』
の
放
伐
論
を
一
不
す
一
条
で
あ
る
。
『
墨
子
』
が
天
変
地
異
に
よ
る
天
か
ら
の
警
告
を
、
放
伐
行
為
を
正
当
化
す
る
根



拠
と
す
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
『
孟
子
』
が
「
仁
義
」
と
い
う
人
間
社
会
の
事
柄
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

『
孟
子
』
が
そ
の
放
伐
論
の
根
拠
と
し
て
、
湯
の
放
伐
伝
説
を
用
い
た
の
は
以
上
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
以
下
に
引
く
条
を
見
る
限
り
、

『
孟
子
』
の
興
味
は
、
天
子
と
な
る
以
前
の
湯
に
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

孟
子
日
く
「
湯
宅
に
居
り
、
葛
と
郊
矯
り
。
葛
伯
放
に
し
て
把
ら
ざ
れ
ば
、
湯
人
を
し
て
之
に
問
わ
し
め
て
日
く
『
何
矯
れ
ぞ
把
ら

ぎ
る
』
と
。
日
く
『
以
て
犠
牲
に
供
す
る
無
け
れ
ば
な
り
』
と
。
湯
之
に
牛
羊
を
遺
ら
し
む
れ
ば
、
葛
伯
之
を
食
ら
い
、
又
た
以
て

把
ら
ず
。
湯
又
た
人
を
し
て
之
に
問
わ
し
め
て
日
く
『
何
矯
れ
ぞ
把
ら
、
ざ
る
』
と
。
日
く
『
以
て
菜
盛
に
供
す
る
も
の
無
け
れ
ば
な

り
』
と
。
湯
古
宅
の
回
以
を
し
て
往
き
て
之
に
耕
を
矯
さ
し
め
、
老
弱
を
し
て
食
を
韻
ら
し
む
。
葛
伯
は
其
の
民
を
率
い
、
其
の
酒
食
黍

お
び
や
か

栢
有
る
者
を
要
し
て
之
を
奪
い
、
授
け
、
ざ
る
者
は
之
を
殺
す
。
童
子
有
り
、
黍
肉
を
以
て
抽
削
れ
ば
、
殺
し
て
之
を
奪
う
。
『
書
』
に

『
葛
伯
飼
を
仇
う
』
と
日
う
は
、
此
れ
之
の
謂
い
な
り
。
其
の
是
の
童
子
を
殺
す
が
矯
に
し
て
之
を
征
す
れ
ば
、
四
海
の
内
皆
日
く
『
天

下
を
富
ま
す
に
非
、
ざ
る
な
り
、
匹
夫
匹
婦
の
矯
に
舗
に
復
す
る
な
り
』
と
。
湯
の
征
を
始
む
る
こ
と
、
葛
自
り
載
め
、
十
一
征
し
て

天
下
に
敵
無
し
。
東
面
し
て
征
す
れ
ば
、
西
夷
怨
み
、
南
面
し
て
征
す
れ
ば
、
北
枕
怨
む
。
日
く
『
柔
矯
れ
ぞ
我
を
後
に
す
る
か
』
と
。

や
す

民
の
之
を
望
む
こ
と
、
大
早
の
雨
を
望
む
が
若
き
な
り
。
市
に
蹄
す
る
者
は
止
め
し
め
ず
、
芸
す
る
者
も
補
完
ま
、
ざ
ら
し
む
。
其
の
君

は
諒
す
る
も
、
其
の
民
を
弔
う
こ
と
、
時
雨
の
降
る
が
如
く
す
れ
ば
、
民
大
い
に
悦
ぶ
。
：
・
」
と
。
〈
孟
子
日
「
湯
居
宅
、
奥
葛
負
郡
。

葛
伯
放
而
不
記
、
湯
使
人
間
之
。
日
『
何
矯
不
把
o
』
日
『
無
以
供
犠
牲
也
o
』
湯
使
遺
之
牛
羊
、
葛
伯
食
之
、
又
不
以
記
。
湯
又
使

人
間
之
日
『
何
矯
不
記
。
』
日
『
無
以
供
菜
盛
也
。
』
湯
使
宅
間
以
往
矯
之
耕
、
老
弱
韻
食
。
葛
伯
率
其
民
、
要
其
有
酒
食
黍
栢
者
奪
之
、

不
授
者
殺
之
。
有
童
子
、
以
黍
肉
倒
、
殺
而
奪
之
。
『
童
日
』
日
『
葛
伯
仇
倒
。
』
、
此
之
謂
也
。
矯
其
殺
是
童
子
而
征
之
、
四
海
之
内

皆
日
『
非
富
天
下
也
、
矯
匹
夫
匹
婦
復
雄
也
o
』
湯
始
征
、
白
葛
載
、
十
一
征
而
無
敵
於
天
下
。
東
面
而
征
西
夷
怨
、
南
面
而
征
北

枕
怨
。
日
『
柔
矯
後
我
。
』
民
之
望
之
、
若
大
日
干
之
望
雨
也
。
時
市
者
弗
止
、
芸
者
不
饗
。
諒
其
君
、
弔
其
民
、
如
時
雨
降
、
民
大
悦

0

・
・
・
」
〉
〈
『
孟
子
』
膝
丈
公
下
篇
〉

こ
こ
で
は
、
一
諸
侯
で
あ
っ
た
頃
の
湯
が
、
無
道
な
隣
国
の
君
主
へ
の
征
伐
を
行
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
『
孟
子
』
は
現

行
本
『
尚
書
』
仲
旭
之
詰
に
も
見
え
る
「
葛
伯
舗
を
仇
う
」
の
一
節
を
引
き
、
そ
の
解
説
と
い
う
形
で
説
話
を
展
開
す
る
。
こ
こ
で
の
湯

-17一



は
、
正
義
の
下
に
暴
君
を
征
伐
し
、
天
下
の
民
衆
の
絶
大
な
支
持
を
得
た
王
者
と
さ
れ
て
い
る
。

③
伊
予
に
つ
い
て

他
の
書
物
で
は
湯
の
一
臣
下
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
が
ち
な
伊
予
に
注
目
す
る
こ
と
も
、
『
孟
子
』
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
本
書
は
、

「
五
た
び
湯
に
就
き
、
五
た
び
架
に
就
く
者
は
、
伊
予
な
り
o

〈
五
就
湯
五
就
架
者
、
伊
予
也
o
〉
」
〈
告
子
下
篇
）
と
、
伊
予
が
架
の
下
に

い
た
と
い
う
、
『
容
成
氏
』
と
類
似
し
た
伝
承
を
伝
え
る
。
そ
の
湯
へ
の
仕
官
に
関
し
て
も
、

高
章
問
う
て
日
く
「
人
の
言
、
つ
有
り
、
『
伊
予
は
割
烹
を
以
て
湯
に
要
む
』
と
。
諸
れ
有
る
か
」
と
。
孟
子
日
く
「
然
ら
ず
。
伊
予

は
有
幸
の
野
に
耕
し
て
、
嘉
舜
の
道
を
楽
し
む
。
其
の
義
に
非
ず
、
其
の
道
に
非
、
ざ
る
や
、
之
を
時
す
る
に
天
下
を
以
て
す
る
も
顧

み
ず
、
繋
馬
千
掴
す
る
も
視
、
ざ
る
な
り
。
其
の
義
に
非
ず
、
其
の
道
に
非
、
ざ
る
や
、
一
介
も
以
て
人
に
奥
え
ず
、
一
介
も
以
て
諸
を

人
に
取
ら
ず
。
湯
、
人
を
し
て
幣
を
以
て
之
を
鴨
せ
し
む
れ
ば
、
害
嵩
然
と
し
て
日
く
『
我
何
ぞ
湯
の
鴨
幣
を
以
て
矯
さ
ん
や
。
我

山
豆
に
眠
畝
の
中
に
慮
り
、
是
れ
に
由
り
て
以
て
嘉
舜
の
道
を
楽
し
む
に
若
か
ん
や
』
と
。
湯
は
三
た
び
往
き
て
之
を
鴨
せ
し
む
。
既

に
し
て
幡
然
と
し
て
改
め
て
、
日
く
『
我
峡
畝
の
中
に
慮
り
、
是
に
由
り
て
以
て
嘉
舜
の
道
を
楽
し
ま
ん
よ
り
は
、
五
日
豆
に
是
の
君

を
し
て
嘉
舜
の
君
濡
ら
し
む
る
に
若
か
ん
や
。
五
日
豆
に
是
の
民
を
し
て
嘉
舜
の
民
矯
ら
し
む
る
に
若
か
ん
や
。
五
口
れ
山
豆
に
吾
が
身
に

於
い
て
之
に
親
見
す
る
に
若
か
ん
や
。
天
の
此
の
民
を
生
ず
る
や
、
先
知
を
し
て
後
知
を
畳
さ
し
め
、
先
覚
を
し
て
後
覚
を
畳
さ
し

む
る
な
り
。
予
は
天
民
の
先
畳
す
る
者
な
り
。
予
将
に
斯
の
道
を
以
て
斯
の
民
を
畳
さ
し
め
ん
と
す
る
な
り
。
予
の
之
を
畳
さ
し
む

る
に
非
、
ざ
れ
ば
、
而
ち
誰
ぞ
や

0

・
・
・
』
」
と
。
〈
高
章
問
日
「
人
有
言
『
伊
予
以
割
烹
要
湯
』
。
有
諸
o
」
孟
子
日
「
否
然
。
伊
予
耕
於

有
幸
之
野
、
而
柴
嘉
舜
之
道
意
。
非
其
義
也
、
非
其
道
也
、
時
之
以
天
下
弗
顧
也
、
繋
馬
千
畑
弗
視
也
。
非
其
義
也
、
非
其
道
也
、

一
介
不
以
奥
人
、
一
介
不
以
取
諸
人
。
湯
使
人
以
幣
鴨
之
。
嵩
審
然
日
『
我
何
以
湯
之
鴨
幣
矯
哉
。
我
山
豆
若
庭
眠
畝
之
中
、
由
是
以

楽
亮
舜
之
道
哉
o
』
湯
三
使
往
鴨
之
。
既
而
幡
然
改
日
『
奥
我
慮
峡
畝
之
中
、
由
是
以
楽
亮
舜
之
道
、
五
日
豆
若
使
是
君
矯
嘉
舜
之
君
哉
。

吾
山
豆
若
使
是
民
矯
嘉
舜
之
民
哉
。
五
日
豆
若
於
吾
身
親
見
之
哉
。
天
之
生
此
民
也
、
使
先
知
畳
後
知
、
使
先
畳
覚
後
畳
也
。
予
天
民
之

先
覚
者
也
。
予
将
以
斯
道
畳
斯
民
也
、
非
予
覚
之
而
誰
也
。
・
』
」
〉
（
高
章
上
篇
〉
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と
、
登
用
さ
れ
る
側
の
伊
予
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
説
話
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
孟
子
』

段
の
第
四
代
王
・
太
甲
へ
の
教
語
を
描
く
説
話
を
伝
え
る
。

公
孫
丑
日
く
「
伊
予
日
く
『
予
不
順
に
押
れ
し
め
ず
。
』
と
。
太
甲
を
桐
に
放
ち
、
民
大
い
に
悦
ぶ
。
太
甲
は
賢
に
し
て
、
又
た
之

に
反
れ
ば
、
民
大
い
に
悦
ぶ
。
賢
者
の
人
臣
矯
る
や
、
其
の
君
賢
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
固
よ
り
放
つ
べ
き
か
」
と
。
孟
子
日
く
「
伊

予
の
志
有
れ
ば
、
則
ち
可
な
り
。
伊
予
の
士
心
無
け
れ
ば
、
則
ち
纂
な
り
」
と
o

〈
公
孫
丑
日
「
伊
予
日
『
予
不
押
子
不
順
。
』
放
太
甲

子
桐
、
民
大
悦
。
太
甲
賢
、
又
反
之
、
民
大
悦
。
賢
者
之
矯
人
臣
也
、
其
君
不
賢
、
則
固
可
放
奥
o
」
孟
子
日
「
有
伊
予
之
志
、
則
可
。

無
伊
予
之
志
、
則
纂
也
o
」
〉
〈
童
心
上
篇
、
傍
線
は
論
者
に
よ
る
o）

こ
の
条
に
お
い
て
、
伊
予
は
君
主
で
あ
る
太
甲
に
懲
罰
を
与
え
、
反
省
を
促
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
王
の
追
放
は
、

反
逆
行
為
と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
問
答
に
登
場
す
る
公
孫
丑
も
、
そ
こ
に
疑
問
を
抱
い
て
質
問
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
孟
子
の
返
答
は
、
「
伊
予
の
士
山
」
の
有
無
こ
そ
が
、
纂
奪
と
正
義
の
境
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
伊

予
の
士
山
」
に
つ
い
て
、
超
岐
は
「
伊
予
の
忠
」
〈
『
孟
子
注
疏
』
巻
第
十
三
下
蓋
心
上
〉
、
孫
夷
は
「
君
を
愛
す
る
の
士
山
」
〈
向
上
〉
と
解

し
、
共
に
君
臣
聞
の
態
度
や
心
持
ち
と
し
て
い
る
。
一
方
、
朱
子
は
「
伊
予
の
志
と
は
、
天
下
に
公
た
る
こ
と
を
以
て
心
と
矯
し
、
二
口
宅

の
私
無
き
者
な
り
。
〈
伊
予
之
志
、
公
天
下
以
矯
心
、
而
無
二
電
之
私
者
也
。
〉
」
〈
『
孟
子
集
註
』
巻
七
童
心
上
〉
と
、
天
下
を
見
据
え

た
公
正
な
態
度
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
古
新
二
種
の
注
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
『
孟
子
』
に
お
け
る
臣
下
の
態
度
と
は
、
君
主
と
民
衆
と

い
う
二
つ
の
軸
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
、
君
主
の
付
随
物
と
い
う
位
置
づ
け
に
満
足
せ
ず
、
自
主
的
に
社
会

を
変
革
し
よ
う
と
す
る
、
『
孟
子
』
に
お
け
る
理
想
的
「
大
夫
」
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
湯
死
後
の
臣
下
と
し
て
の
動
向
と
し
て
、
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『
孟
子
』
は
、
戦
国
中
期
に
お
い
て
勢
力
を
伸
ば
し
た
儒
家
の
理
想
を
色
濃
く
反
映
さ
せ
る
書
物
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
各
国
に
仕
え
、

力
を
振
る
う
に
当
た
っ
て
、
い
か
に
振
る
舞
っ
て
い
く
か
と
い
う
、
切
実
な
思
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
王
者
の
み
に

注
目
す
る
墨
家
系
の
伝
承
と
は
異
な
り
、
臣
下
や
在
野
の
賢
人
達
に
関
す
る
興
味
の
移
動
、
そ
し
て
そ
の
伝
承
の
集
成
と
い
う
形
で
結
露

し
た
。



ゆ
え
に
、
王
者
で
あ
っ
た
湯
に
つ
い
て
も
、
臣
下
時
代
や
小
国
の
諸
侯
で
あ
っ
た
時
期
に
関
す
る
説
話
が
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に
、
王
者
で

は
な
い
伊
予
に
関
す
る
伝
承
も
多
く
用
い
ら
れ
、
時
に
は
君
主
に
逆
ら
っ
て
ま
で
正
義
を
果
た
そ
う
と
す
る
伊
予
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
夏
王
朝
の
啓
に
つ
い
て
も
、
『
孟
子
』
は
『
墨
子
』
と
異
な
る
形
の
伝
承
を
残
す
。
『
墨
子
』
に
お
け
る
放
蕩
な
啓
と
、
『
孟
子
』

に
お
け
る
啓
の
姿
の
差
異
は
、
両
学
派
に
お
け
る
啓
に
関
す
る
共
通
認
識
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
一
不
す
。
た
だ
、
『
墨
子
』
に
見
え
る
伝

承
が
、
古
代
帝
王
の
書
で
あ
る
『
武
観
』
の
引
用
と
い
う
体
裁
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
孟
子
』
の
啓
伝
承
は
、
あ
く
ま
で
孟
子
の
見
解
と
し

て
語
ら
れ
、
そ
の
依
る
所
は
知
り
得
な
い
。
『
孟
子
』
に
お
け
る
啓
伝
承
は
、
『
孟
子
』
学
派
の
創
作
・
改
作
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

五

『
萄
子
」
に
お
け
る
湯
・
伊
予

『
萄
子
』
は
、
戦
国
後
期
の
萄
況
が
記
し
た
と
さ
れ
、
性
悪
説
に
基
づ
い
た
、
礼
を
重
ん
ず
る
思
想
を
伝
え
る
書
物
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
楚
固
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
萄
子
』
に
登
場
す
る
夏
段
の
聖
王
に
関
す
る
記
述
は
、
戦
国
中
期
ま
で
の
『
墨
子
』
『
孟
子
』
壮
一寸
と
比
較
し
て
、
そ
の
有
り
様
に
つ
い

て
具
体
的
な
描
写
を
行
う
部
分
が
少
な
い
。
そ
こ
に
登
場
す
る
湯
は
、
嘉
や
舜
、
再
と
併
記
さ
れ
る
聖
人
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
性
格
も

従
来
の
思
想
家
の
伝
承
を
継
承
し
て
い
る
。
思
う
に
、
聖
王
に
関
す
る
伝
承
や
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
『
萄
子
』
の
大
部
分
が
成
立
し
た
と

さ
れ
る
戦
国
末
期
時
点
で
、
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

再
の
と
き
十
年
水
し
、
湯
の
と
き
七
年
日
干
し
て
、
天
下
菜
色
す
る
者
無
し
。
十
年
の
後
、
年
穀
復
た
執
し
て
、
陳
積
鈴
り
有
り
。
〈
再

十
年
水
、
湯
七
年
日
干
、
而
天
下
無
菜
色
者
、
十
年
之
後
、
年
穀
復
軌
、
而
陳
積
有
絵
。
〉
〈
富
園
篇
〉

湯
古
宅
に
居
り
、
武
王
郁
に
居
る
、
皆
百
里
の
地
な
り
。
〈
湯
居
宅
、
武
王
居
郁
、
皆
百
里
之
地
也
。
〉
〈
正
論
篇
〉

前
者
は
諸
子
の
書
物
に
多
く
見
ら
れ
る
説
話
で
、
成
立
が
最
も
早
い
も
の
で
は
、
『
墨
子
』
七
患
篇
に
「
『
夏
書
』
日
く
『
再
の
と
き
七
年

水
す
』
と
。
『
段
主
日
』
日
く
『
湯
の
と
き
五
年
目
干
す
』
と
。
〈
『
夏
童
日
』
日
『
再
七
年
水
』

0

『
段
童
日
』
日
『
湯
五
年
日
干
』

0

〉
」
と
、
『
尚
書
』

の
引
用
と
し
て
表
れ
る
。
ま
た
、
『
管
子
』
『
荘
子
』
『
日
氏
春
秋
』
『
准
南
子
』
と
い
っ
た
丈
献
も
同
様
の
説
話
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
類
の
説
話
が
、
学
派
を
越
え
て
広
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
後
者
は
、
『
孟
子
』
の
伝
え
る
も
の
と
同
質
の
、
天
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子
と
な
る
以
前
の
湯
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
『
萄
子
』
は
こ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

伊
予
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
そ
の
描
写
は
簡
潔
で
、

湯
は
伊
予
を
用
い
、
丈
王
は
日
尚
を
用
い
、
武
王
は
召
公
を
用
い
、
成
王
は
周
公
旦
を
用
、
っ
。
（
湯
用
伊
予
、
丈
王
用
日
尚
、
武
王

用
召
公
、
成
王
用
周
公
旦
。
〉
（
王
覇
篇
〉

段
の
伊
予
・
周
の
太
公
は
、
聖
臣
と
謂
う
べ
し
。
〈
段
之
伊
予
、
周
之
太
公
、
可
謂
聖
臣
実
。
）
〈
臣
道
篇
〉

の
よ
う
に
、
そ
の
活
躍
し
た
時
代
、
仕
え
た
君
主
の
名
と
い
っ
た
、
他
の
書
物
に
見
ら
れ
る
情
報
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

『
萄
子
』
の
湯
・
伊
予
描
写
の
中
で
特
筆
す
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
彼
ら
の
容
姿
に
関
わ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
人
の
容
姿
と
そ

の
内
面
・
能
力
と
の
関
連
を
否
定
す
る
非
相
篇
で
は
、
伊
予
の
容
姿
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

ひ
た
い

且
つ
徐
の
催
王
の
状
、
日
は
罵
を
贈
る
べ
し
〈
四
部
叢
刊
本
は
「
可
贈
馬
」
に
作
る
が
、
王
天
海
『
萄
子
校
穆
』
に
引
く
高
亨
の
説

に
従
い
、
「
可
贈
罵
」
に
改
め
た
〉
o

仲
尼
の
吠
は
、
面
蒙
供
の
如
し
。
周
公
の
吠
は
、
身
断
菌
の
如
し
。
皐
陶
の
吠
は
、
色
削
瓜
の

如
し
。
閑
天
の
吠
は
、
面
膚
を
見
る
こ
と
無
し
。
停
説
の
吠
は
、
身
植
鰭
の
如
し
。
伊
予
の
肢
は
、
面
須
粟
無
し
。
同
は
跳
に
し
て
、

湯
は
偏
た
り
。
嘉
・
舜
は
参
牟
子
た
り
。
・
（
且
徐
憧
王
之
状
、
日
可
贈
君
。
仲
尼
之
状
、
面
如
蒙
供
。
周
公
之
状
、
身
如
断
菌
。

皐
陶
之
状
、
色
如
削
瓜
。
閑
天
之
状
、
面
無
見
膚
。
博
説
之
状
、
身
如
植
鰭
。
伊
予
之
状
、
面
無
須
襲
。
再
跳
、
湯
偏
。
嘉
舜
参
牟

子
。
・
・
・
）
〈
傍
線
は
論
者
に
よ
る
o
〉

こ
こ
で
は
、
主
か
ら
孔
子
に
至
る
ま
で
の
賢
人
達
の
容
貌
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
湯
の
容
姿
は
「
偏
〈
足
が
不
自
由
で
あ
る
こ
、
伊

予
の
容
姿
は
「
顔
面
に
眉
や
ひ
げ
が
無
い
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
戦
国
晩
期
の
人
々
の
興
味
が
、
賢
人
の
業
績
だ
け
で

な
く
、
そ
の
容
姿
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
も
向
か
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

」－
I¥ 

『
菅
子
』
軽
重
甲
篇
に
お
け
る
湯

『
管
子
』
は
春
秋
期
斉
国
の
名
宰
相
・
管
仲
の
名
を
冠
し
た
書
物
で
あ
り
、
彼
と
そ
の
主
君
で
あ
る
斉
桓
公
に
仮
託
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
主
な
成
立
地
は
戦
国
期
斉
国
稜
下
と
目
さ
れ
る
。
日
本
で
の
本
書
に
対
す
る
研
究
と
し
て
は
、
金
谷
治
氏
の
論
考
が
最
も
詳
細
な
も
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の
と
思
わ
れ
る
。
同
氏
は
、
『
管
子
』
の
記
述
が
戦
国
斉
国
の
行
政
に
お
け
る
様
々
な
問
題
・
状
況
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
、

そ
の
各
篇
の
成
立
を
大
ま
か
に
四
つ
の
段
階
〈
戦
国
中
期
・
戦
国
末
期
・
秦
漢
の
際
・
漢
代
〉
に
分
類
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
グ
ル
ー

プ
の
中
に
も
細
か
な
成
立
順
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、
『
管
子
』
学
派
は
常
時
著
作
を
繰
り
返
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

湯
に
関
す
る
伝
承
と
し
て
、
軽
重
甲
篇
に
は
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
説
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

あ

桓
公
管
子
に
問
う
て
日
く
「
夫
れ
湯
は
七
十
里
の
薄
を
以
て
、
架
の
天
下
を
兼
わ
す
。
其
の
故
は
何
ぞ
や
」
と
。
管
子
封
え
て
日
く

「
梁
は
、
冬
に
も
紅
を
濡
ら
ず
、
夏
に
も
柑
を
束
ね
ず
、
以
て
凍
溺
す
る
を
観
、
牝
虎
を
弛
せ
て
市
に
充
た
し
、
以
て
其
の
驚
骸
す

る
を
観
る
。
湯
に
至
れ
ば
而
ち
然
ら
ず
、
競
き
を
夷
ら
げ
て
粟
を
積
み
、
飢
う
る
者
に
は
之
を
食
ま
し
め
、
寒
す
る
者
に
は
之
に
衣

す
く

せ
し
め
、
資
ら
、
ざ
る
者
は
之
を
振
え
ば
、
天
下
の
湯
に
帰
す
る
こ
と
流
水
の
若
し
。
此
れ
架
の
其
の
天
下
を
失
う
所
以
な
り
」
と
。

桓
公
日
く
「
架
は
湯
を
し
て
是
を
矯
す
こ
と
を
得
さ
し
む
、
其
の
故
は
何
ぞ
や
」
と
。
管
子
日
く
「
女
華
な
る
者
は
、
架
の
愛
す
る

所
な
り
。
湯
は
之
に
事
う
る
に
千
金
を
以
て
す
。
曲
逆
な
る
者
は
、
架
の
善
く
す
る
所
な
り
。
湯
は
之
に
事
う
る
に
千
金
を
以
て
す
。

内
に
は
則
ち
女
華
の
陰
有
り
、
外
に
は
則
ち
曲
逆
の
陽
有
り
。
陰
陽
は
之
れ
議
合
し
て
、
其
の
天
下
を
成
す
こ
と
を
得
さ
し
む
。
此

れ
湯
の
陰
謀
な
り
」
と
。
〈
桓
公
開
管
子
日
「
夫
湯
以
七
十
里
之
薄
、
兼
築
之
天
下
、
其
故
何
也
o
」
管
子
封
日
「
架
者
、
冬
不
矯
紅
、

夏
不
束
柑
、
以
観
凍
溺
、
弛
牝
虎
充
市
、
以
観
其
驚
骸
。
至
湯
而
不
然
、
夷
競
而
積
粟
、
飢
者
食
之
、
寒
者
衣
之
、
不
資
者
振
之
、

天
下
帰
湯
若
流
水
、
此
架
之
所
以
失
其
天
下
也
o
」
桓
公
日
「
架
使
湯
得
矯
是
、
其
故
何
也
o
」
管
子
日
「
女
華
者
、
架
之
所
愛
也
、

湯
事
之
以
千
金
。
曲
逆
者
、
架
之
所
善
也
、
湯
事
之
以
千
金
。
内
則
有
女
華
之
陰
、
外
則
有
曲
逆
之
陽
。
陰
陽
之
議
合
、
而
得
成
其

天
下
、
此
湯
之
陰
謀
也
o
」
〉
（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
o
〉

こ
こ
で
の
湯
は
、
架
の
悪
行
が
民
衆
を
苦
し
め
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
諌
め
る
こ
と
も
せ
ず
、
一
方
で
民
衆
に
恩
恵
を
施

し
、
彼
ら
の
救
済
に
努
め
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
『
容
成
氏
』
に
見
ら
れ
る
、
夏
王
朝
の
評
判
を
落
と
し
て
、
自
ら
の
評
価
を
高
め
る
湯

の
謀
略
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
『
管
子
』
の
湯
は
、
民
衆
の
救
済
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
、
『
容
成
氏
』
の
湯
の
よ

う
に
悪
質
で
は
な
い
も
の
の
、
純
粋
な
善
と
は
言
え
な
い
方
法
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
湯
が
必
ず
し
も
仁
義
の
人
で
は
な
く
、
知
略

の
人
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
一
不
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

-22一



七

『
韓
非
子
」
に
お
け
る
啓
・
湯

（幻）

戦
国
末
期
成
立
と
目
さ
れ
る
、
『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
下
は
、
再
の
禅
譲
説
に
関
連
し
て
二
通
り
の
説
話
を
伝
え
る
。

古
、
再
死
す
る
に
、
将
に
天
下
を
盆
に
惇
え
ん
と
す
。
般
の
人
は
因
り
て
相
い
奥
に
盆
を
攻
め
て
敵
を
立
つ
。
〈
古
者
同
死
、
将
惇

天
下
於
盆
。
敗
之
人
因
相
奥
攻
盆
而
立
敵
。
〉

再
盆
を
愛
す
れ
ば
、
而
ち
天
下
を
盆
に
任
ず
る
も
、
己
に
し
て
以
て
般
の
人
吏
矯
り
。
老
に
及
べ
ば
、
而
ち
般
を
以
て
天
下
を
任
す

に
足
ら
ず
と
矯
す
。
故
に
天
下
を
盆
に
惇
う
る
も
、
而
れ
ど
も
勢
の
重
き
は
霊
く
般
に
在
る
な
り
。
己
に
し
て
般
は
友
党
と
盆
を
攻

め
て
、
之
が
天
下
を
奪
う
。
是
れ
再
の
名
は
天
下
を
盆
に
惇
う
る
も
、
而
れ
ど
も
貰
は
般
を
し
て
自
ら
之
を
取
ら
し
む
な
り
。
此
れ

再
の
嘉
舜
に
及
ば
、
ざ
る
こ
と
、
明
ら
か
な
り
o

〈
再
愛
盆
、
而
任
天
下
於
益
、
己
而
以
故
人
矯
吏
。
及
老
而
以
故
矯
不
足
任
天
下
。

故
惇
天
下
於
盆
、
而
勢
重
重
在
敵
也
。
己
而
般
奥
友
党
攻
盆
、
而
奪
之
天
下
。
是
再
名
惇
天
下
於
盆
、
而
（
貫
令
敵
白
取
之
也
。
此
再

之
不
及
亮
舜
明
夫
。
）

こ
こ
に
は
、
戦
国
中
期
に
起
き
た
、
燕
王
子
噌
の
禅
譲
未
遂
事
件
の
登
場
人
物
に
な
ぞ
ら
え
る
よ
う
な
形
で
、
再
・
啓
・
伯
益
に
関
す
る

説
話
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
二
条
で
は
、
基
奪
の
主
体
に
つ
い
て
多
少
の
差
異
は
あ
る
と
は
い
え
、
「
再
か
ら
伯
益
へ
の
王
位
の
禅
譲
」
「
啓

〈
啓
一
派
〉
に
よ
る
王
位
纂
奪
」
と
い
う
、
『
容
成
氏
』
と
類
似
し
た
伝
承
を
伝
え
る
。
『
墨
子
』
貴
義
篇
も
、
「
散
は
乃
ち
淫
溢
康
柴
」
と
、

啓
を
非
難
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
啓
の
放
蕩
な
日
常
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
即

位
に
関
す
る
具
体
的
な
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
ゆ
え
に
伝
世
丈
献
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
だ
け
で
は
、
こ
の
形
式
の
説
話
が
『
韓
非
子
』
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
と
考
え
る
他
な
か
っ
た
。
『
容
成
氏
』
の
発
見
は
、
戦
国
中
期
に
こ
の
種
の
啓
説
話
が
存
在
し
得
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
あ
り
、
同
時
に
『
韓
非
子
』
の
テ
キ
ス
ト
研
究
の
新
た
な
展
望
を
聞
く
も
の
と
言
え
る
。

湯
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
説
話
が
存
在
す
る
。

湯
は
以
て
架
を
伐
つ
も
、
天
下
の
己
を
言
い
て
貧
と
矯
さ
ん
こ
と
を
恐
る
る
や
、
因
り
て
乃
ち
天
下
を
務
光
に
譲
る
。
而
れ
ど
も
、

務
光
の
之
を
受
け
ん
こ
と
を
恐
る
る
や
、
乃
ち
人
を
し
て
務
光
を
説
か
し
め
て
日
く
「
湯
は
君
を
殺
し
て
、
悪
聾
を
子
に
惇
え
ん
と
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欲
す
。
故
に
天
下
を
子
に
譲
る
」
と
。
務
光
因
り
て
自
ら
河
に
投
ず
。
〈
湯
以
伐
築
、
而
恐
天
下
言
己
負
貧
也
、
因
乃
譲
天
下
於
務
光
。

而
恐
務
光
之
受
之
也
、
乃
使
人
説
務
光
日
「
湯
殺
君
而
欲
惇
悪
聾
子
子
。
故
譲
天
下
於
子
。
」
務
光
因
自
投
於
河
。
〉
〈
説
林
上
篇
〉

こ
の
条
に
お
い
て
湯
は
、
自
身
よ
り
天
子
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
、
務
光
な
る
人
物
を
挙
げ
、
一
度
は
彼
へ
の
禅
譲
を
決
意
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
湯
は
途
中
で
心
変
わ
り
し
た
の
か
、
務
光
が
本
当
に
即
位
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
、
彼
を
踊
し
て
自
殺
に
追
い
や
っ
て
し

ま
う
。
こ
の
湯
は
、
前
章
で
挙
げ
た
『
管
子
』
軽
重
甲
篇
の
湯
に
輸
を
か
け
て
、
打
算
的
で
自
分
本
位
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
一
種
横
暴
と
も
い
え
る
湯
の
姿
は
、
心
変
わ
り
し
や
す
い
君
主
の
下
で
の
処
世
術
を
説
く
『
韓
非
子
』
の
論
旨
に
依
る
所
が

大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

会士
耶口
三五
回口

『
容
成
氏
」
型
伝
承
の
考
察

以
上
、
先
秦
諸
子
の
丈
献
に
登
場
す
る
啓
・
湯
・
伊
予
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
た
。
そ
の
傾
向
を
簡
潔
に
ま
と
め
、
『
容
成
氏
』

伝
承
と
比
較
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。

の
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川
啓
の
性
格

諸
子
に
お
け
る
再
の
評
価
が
、
主
に
治
水
に
よ
る
政
治
的
功
績
を
称
揚
す
る
の
に
対
し
、
そ
の
嫡
子
の
啓
に
対
す
る
評
価
は
、
学
派
に

よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
『
墨
子
』
は
、
啓
を
「
淫
溢
康
楽
」
と
評
し
、
音
楽
や
遊
び
事
に
耽
る
王
と
し
て
、
非
難
の
対
象
と
し
て
い
る
。

『
韓
非
子
』
の
啓
は
、
朋
党
を
率
い
て
、
伯
益
へ
の
禅
譲
を
回
害
す
る
説
話
が
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
『
孟
子
』
は
『
墨
子
』
と
は

対
照
的
に
啓
を
名
君
と
し
て
描
き
、
伯
益
の
助
力
を
得
な
が
ら
、
民
衆
の
支
持
の
下
に
即
位
し
た
人
物
と
し
て
い
る
。
『
容
成
氏
』
に
登

場
す
る
啓
に
つ
い
て
は
、
再
の
禅
譲
を
受
け
た
益
の
即
位
を
不
服
と
し
て
、
武
力
に
よ
っ
て
王
位
を
皆
掠
奪
す
る
と
い
う
、
『
韓
非
子
』
の

も
の
と
酷
似
し
た
物
語
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

山
湯
の
性
格

段
の
初
代
王
・
湯
に
関
し
て
は
、
儒
家
・
墨
家
共
に
、
暴
君
を
退
け
、
王
朝
を
創
始
し
た
聖
人
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
よ
う
だ
。



た
だ
、
湯
を
天
子
と
し
て
の
み
登
場
さ
せ
る
『
墨
子
』
に
対
し
、
『
孟
子
』
は
湯
の
諸
侯
時
代
に
関
す
る
説
話
を
伝
え
る
。
儒
家
・
墨
家

が
湯
を
仁
義
の
王
者
と
し
て
扱
う
一
方
で
、
『
管
子
』
軽
重
甲
篇
に
登
場
す
る
湯
は
、
仁
徳
で
は
な
く
、
謀
略
に
よ
っ
て
王
位
を
狙
う
人

物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
韓
非
子
』
に
至
つ
て
は
、
信
義
な
ど
意
に
介
さ
な
い
、
気
ま
ぐ
れ
で
校
滑
な
人
物
と
し
て
、
湯
を

悪
党
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。
『
容
成
氏
』
の
湯
の
性
格
は
、
『
管
子
』
の
湯
の
も
の
に
近
似
す
る
が
、
よ
り
積
極
的
に
権
謀
術
数
を
巡

ら
せ
て
、
放
伐
計
画
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
策
士
と
し
て
の
性
質
は
、
『
管
子
』
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

同
伊
予
の
性
格

『
墨
子
』
を
始
め
と
す
る
先
秦
諸
子
の
多
く
は
、
湯
を
主
人
公
と
す
る
説
話
を
多
く
用
い
る
も
の
の
、
そ
の
臣
下
で
あ
る
伊
予
に
ス
ポ
ッ

ト
を
当
て
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
伊
予
を
中
心
と
し
た
説
話
を
伝
え
る
『
孟
子
』
で
あ
る
。
『
孟
子
』
に
見
え

る
伊
予
は
、
単
な
る
王
の
意
思
に
附
和
す
る
存
在
で
は
決
し
て
な
く
、
時
に
王
に
逆
ら
っ
て
で
も
正
義
を
遂
行
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
こ
の
能
動
的
に
活
動
す
る
臣
下
を
称
揚
す
る
風
潮
は
、
儒
家
に
お
い
て
は
、
子
思
系
統
の
学
派
を
中
心
と
し
た
も
の
と
推
測
さ

（お）

れ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
孟
子
の
師
と
さ
れ
る
子
思
を
称
揚
す
る
郭
店
楚
簡
の
『
魯
穆
公
開
子
思
』
は
、
魯
公
と
子
思
の
問
答
を
描
き
、

つ
ね

魯
穆
公
子
思
に
問
う
て
日
く
『
何
如
に
す
れ
ば
、
而
ち
忠
臣
と
謂
う
べ
き
か
o
』
子
思
日
く
『
恒
に
其
の
君
の
悪
を
稿
す
る
者
は
、

忠
臣
と
謂
う
べ
し
。
』
（
魯
穆
公
開
於
子
思
日
、
『
何
如
而
可
謂
忠
臣
。
』
子
思
日
『
恒
稿
其
君
之
悪
者
、
可
謂
忠
臣
実
。
』
・
・
・
〉

〈
郭
店
楚
簡
『
魯
穆
公
開
子
思
』
第
一
・
一
一
簡
）

と
、
積
極
的
に
諌
言
を
行
う
忠
臣
像
を
提
示
し
て
い
る
。
『
容
成
氏
』
に
登
場
す
る
伊
予
は
、
粛
々
と
間
諜
と
し
て
の
責
務
を
遂
行
す
る

臣
下
と
し
て
の
み
描
か
れ
、
『
孟
子
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
主
的
行
動
は
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
事
を
踏
ま
え
、
『
容
成
氏
』
の
記
述
を
見
る
と
、
そ
こ
に
登
場
す
る
啓
・
湯
・
伊
予
の
姿
は
、
『
孟
子
』
・
『
有
子
』
の
よ
う
な
儒

家
の
も
の
よ
り
も
、
『
管
子
』
・
『
韓
非
子
』
の
も
の
に
近
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
儒
家
・
墨
家
に
近
似
す
る
禅
譲
思
想

を
説
く
『
容
成
氏
』
に
見
え
る
も
の
と
似
た
伝
承
が
、
両
学
派
の
い
ず
れ
に
属
さ
な
い
書
物
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
本
篇
に
見

え
る
物
語
の
特
異
な
性
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
国
末
期
の
人
物
の
名
を
冠
す
る
『
韓
非
子
』
の
成
立
が
、
戦
国
最
末
期
を
遡
り
得

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
金
谷
治
氏
に
よ
る
と
、
『
管
子
』
軽
重
甲
篇
の
成
立
も
、
戦
国
後
期
1
前
漢
中
期
の
こ
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と
と
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
『
容
成
氏
』
の
啓
・
湯
伝
承
は
、
『
管
子
』
・
『
韓
非
子
』
に
先
立
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

の
説
話
の
近
似
か
ら
も
、
両
書
が
『
容
成
氏
』
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
も
推
測
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
時
点
で
は
、
『
容
成
氏
』
の
啓
・

湯
伝
承
が
、
本
篇
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
断
言
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
も
あ
れ
、
『
容
成
氏
』
の
啓
・
湯
に
関
す
る
伝
承
が
『
管
子
』

『
韓
非
子
』
と
共
通
し
て
い
る
事
実
は
、
「
儒
家
あ
る
い
は
墨
家
の
内
で
発
生
し
た
伝
承
が
同
学
派
内
で
は
発
展
せ
ず
、
他
学
派
の
下
に
受

容
さ
れ
た
」
と
い
う
構
図
を
意
味
す
る
。
し
か
も
、
『
管
子
』
・
『
韓
非
子
』
は
、
共
に
中
原
・
黄
河
流
域
出
身
の
人
物
に
由
来
す
る
書
物

で
あ
り
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
、
楚
地
域
と
の
直
接
の
関
連
を
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
推
し
測
る
に
、
諸
子
の
書

物
・
『
容
成
氏
』
の
比
較
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
る
啓
・
湯
伝
承
の
伝
達
の
有
り
様
は
、
戦
国
期
中
国
に
お
け
る
、
学
派
・
地
域
を
越
え

た
経
路
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
戦
国
期
中
国
の
各
国
・
各
地
域
の
学
問
・
学
術
が
非
常
に
聞
か
れ
た
状
態
に

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
戦
国
期
楚
固
に
お
け
る
伊
予
伝
承
の
研
究
に
関
す
る
新
た
な
展
望
に
つ
い
て
付
記
し
た
い
。
右
に
示
し
た
通
り
、
先
秦
の
多

く
の
学
派
・
書
物
に
登
場
す
る
伊
予
は
、
主
君
で
あ
る
湯
に
付
随
し
て
登
場
し
、
彼
を
個
性
的
に
描
写
す
る
記
述
は
、
主
に
『
孟
子
』
に

集
中
す
る
。
ゆ
え
に
、
先
秦
成
立
の
伝
世
丈
献
に
お
い
て
の
伊
予
像
は
、
『
孟
子
』
を
中
心
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

近
年
清
華
大
学
が
入
手
し
、
公
聞
を
開
始
し
た
、
所
謂
『
清
華
簡
』
の
登
場
に
よ
っ
て
、
伊
予
伝
承
の
研
究
に
、
新
た
な
視
角
が
一
不
さ
れ

た
。
李
学
勤
、
王
編
『
清
華
大
学
戴
戦
国
竹
簡
』
に
お
い
て
、
『
ヰ
ア
至
』
・
『
ヰ
ア
詰
』
〈
共
に
第
一
分
冊
収
録
〉
『
赤
鵠
之
集
湯
之
屋
』
〈
第
三
分

（泊
）

冊
収
録
〉
と
呼
称
さ
れ
る
、
湯
・
伊
予
に
関
わ
る
物
語
を
伝
え
る
三
篇
を
公
開
し
て
い
る
。
三
篇
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
場
面
に
関
す
る
説

話
を
伝
え
る
も
の
で
、
『
赤
鵠
之
集
湯
之
屋
』
は
夏
王
朝
末
期
の
出
来
事
と
さ
れ
る
、
湯
・
伊
予
主
従
の
不
和
と
伊
予
の
夏
へ
の
逃
亡
、
『
ヰ
ア

至
』
は
伊
予
の
段
復
帰
後
の
問
答
、
そ
し
て
『
予
詰
』
は
夏
滅
亡
後
の
君
臣
の
問
答
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
特
に
『
赤
鵠
之
集
湯
之
屋
』
は
、

伊
予
を
一
種
の
シ
ャ
I
マ
ン
能
力
を
持
つ
人
物
と
し
て
描
き
、
新
た
な
形
の
伊
予
説
話
を
我
々
に
提
示
す
る
。

近
年
、
肖
芸
暁
氏
は
、
三
篇
の
簡
背
面
に
残
る
劃
線
の
つ
な
が
り
を
根
拠
に
、
三
篇
が
同
一
人
物
に
よ
っ
て
抄
写
さ
れ
、
一
巻
に
ま
と

（話
）

め
ら
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
赤
鵠
之
集
湯
之
屋
』
と
『
ヰ
ア
至
』
・
『
ヰ
ア
詰
』
二
篇
と
は
、
異
な
る
丈
体
で
書
か
れ
て

お
り
、
同
一
学
派
の
手
に
か
か
る
も
の
と
は
考
え
難
い
。
た
だ
、
こ
の
三
篇
の
関
連
か
ら
は
、
戦
国
期
楚
固
に
お
い
て
伊
予
説
話
が
あ
る

そ
れ
ぞ
れ
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一
定
の
価
値
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

〔注〕
（1
）
馬
承
源
、
王
編

「上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
C
C
二
年
）
所
収

（2
）
整
理
者
で
あ
る
李
零
氏
は

「上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
に
お
い
て
、
「
訟
成
尽
」
を
「
容
成
氏
」
と
釈
読
し
た
上
で
、
「
従
文
義
推
測
、

山
邑
是
枯
篇
首
帝
王
名
中
的
第
一
個
苗
字
而
題
之
o
」
と
、
逸
失
し
た

「容
成
氏
』
冒
頭
部
に
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
王
者
の
名
と
し
て
い
る
。

（3
）
「上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
所
収
の
、
李
零
氏
の

「容
成
氏
』
解
説
に
依
拠
し
た
。

（4
）
「上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』
（
上
海
書
店
出
版
社
、
二
C
C
二
年
）
所
収
の
「
馬
承
、
源
先
生
談
上
海
簡
」
に
お
い
て
、
朱
淵
清
氏
は
「
由

超
霊
敏
小
型
回
旋
加
速
器
質
譜
儀
測
出
竹
筒
距
今
時
間
鴬
N
N
可
仲
色
令
。
」
と
い
う
測
定
結
果
を
公
表
し
て
い
る
。

（5
）
簡
の
整
理
番
号
は
、

「上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
に
従
う
。
ま
た
、
簡
配
列
に
つ
い
て
は
蘇
建
洲

「〈
容
成
氏
〉
誇
緯
』
（
季
旭
昇
、
王
編

「《上

海
博
物
館
裁
戦
園
楚
竹
書
（
二
〉
》
讃
本
』
（
台
湾
・
寓
巻
楼
園
書
、
二
C
C
三
年
）
所
収
）
に
従
い
、
改
め
た
。
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（6
）
「
図
」
に
当
た
る
欠
損
部
分
に
は
、
「
食
」
・
「
力
」
と
思
わ
し
き
部
首
が
確
認
で
き
る
。
蘇
建
洲
氏
が
と
の
字
を
「
耕
」
と
解
釈
す
る
一
方
、
何
琳

儀

「第
二
批
一
娼
簡
選
稗
』
（
朱
淵
清
・
彦
名
春
主
編

「上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
続
編
』
（
上
海
書
店
出
版
社
、
二
0
0四
年
七
月
）
所
収
）
で
は
「
筋

（
お
さ
め
る
こ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
字
形
か
ら
判
断
し
、
ご
と
で
は
何
氏
の
釈
読
に
従
い
改
め
た
。

（7
）
李
零
氏
の
釈
読
で
は
「
湯
」
字
で
あ
る
が
、
蘇
建
洲
氏
は
と
の
文
字
を
「
築
」
字
の
誤
写
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
「
輔
（
た
す
け
る
こ

字
の
主
語
が
、
天
子
で
あ
る
築
と
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
李
零
氏
の
釈
読
が
妥
当
で
あ
り
、
ご
の
「
輔
」
字
は
、
「
湯
が
築
の
悪
行

を
手
伝
っ
た
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（8
）
松
本
雅
明
氏
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
同
氏
著

「松
本
雅
明
著
作
集
ロ

春
秋
戦
国
に
お
け
る
尚
書
の
展
開
』
（
弘
生
書
林
、

一
九
八
八
年
三
劉
起

針
氏
の
説
に
つ
い
て
は
、
同
氏
著

「尚
書
、
原
流
及
惇
本
考
』
（
遼
寧
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
第
二
章
「
《
尚
書
》
在
先
秦
時
的
流
傍
情
況
」
を
。

（9
）
「松
本
雅
明
著
作
集
ロ
春
秋
戦
国
に
お
け
る
尚
書
の
展
開
』
胤
頁
の
「
表
却
」
を
基
に
作
成
し
た
。
た
だ
、
松
本
氏
・
劉
氏
の
聞
に
、

「春
秋
左

氏
伝
』
に
お
け
る

「尚
書
』
皐
陶
諜
の
引
用
数
の
認
識
に
差
異
が
あ
る
。
松
本
氏
は
「
夏
童
盲
目

「賦
納
以
言
』
」
（
億
公

伝
二
十
七
年
）
の
一
例
の



み
と
し
、
劉
氏
は
そ
れ
に
加
え
て
「
夏
書
日

「皐
陶
遇
種
徳
』
」
（
荘
公

伝
八
年
）
を
皐
陶
誤
逸
文
と
し
て
計
上
し
、
二
例
と
し
て
い
る
。

（
叩
）
中
国
歴
史
博
物
館
編

「中
国
歴
史
文
物
』

2
0
0
2年
第
6
期
（
中
国
歴
史
文
物
編
輯
部
、
二

C
C
二
年
）
に
て
青
銅
器
碑
文
の
概
要
・
緯
文
が

公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
日
）
凡
国
棟
「
《
容
成
氏
v
o
九
州
。
得
名
原
因
試
探
」
（
丁
四
新
主
編

「楚
地
簡
吊
思
想
研
究
三
二
）
』
（
湖
北
教
育
出
版
社
、
二

C
C七
年
）
所
収
）

0

な
お
、

「偽
古
文
尚
書
』
百
円
貢
の
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
四
部
叢
刊
初
編
縮
本

「周
易
・
尚
書
・
毛
詩
・
周
穫
』
（
牽
湾
商
務
印
書
館
、

一
九
六
七
年
）

を
底
本
と
し
た
。

長
中
国
で
は
、
越
平
安
著

「楚
竹
書
室
成
氏
》
的
篇
名
及
其
性
質
』
（
簸
宗
願
主
篇

「華
学
工
ハ
）
』
（
中
山
大
学
出
版
社
、
二
C
C
三
年
）
所
収
）
、

丁
四
新
著

「楚
簡
《
容
成
氏
v
o
禅
譲
。
観
念
論
析
』
（
簡
吊
網
・
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
、
二

C
C
五
年
）
〈

E
G＼
＼
可
岩
君

Z
B
R
m
nロ＼

印

F
C
宅
問
宮

r
z
t
E
H
E〉
、
郭
永
乗
著

「従
《
容
成
氏
》
お
号
簡
看
《
容
成
氏
》
的
学
派
帰
属
』
（
簡
吊
網
・
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
、
二
O

。
六
年
）
〈
Z
G＼
＼
可
唱
者
耳
目

2
m
g＼印
F
C
岩
山

H
H
R
r
Z
1
E
4
m
m〉
を
始
め
、

「容
成
氏
』
の
禅
譲
思
想
を
分
析
す
る
論
文
が
、
雑
誌
・
オ
ン
ラ
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イ
ン
上
に
投
稿
さ
れ
て
い
る
。

（
日
）
本
稿
中
に
お
け
る

「墨
子
』
本
文
の
引
用
は
、
四
部
叢
刊
初
編
縮
本

「墨
子
・
ヰ
ア
文
子
・
慎
子
・
様
冠
子
・
鬼
谷
子
・
呂
氏
春
秋
・
准
南
子
』
（
牽

湾
商
務
印
書
館
、

一
九
六
七
年
）
を
底
本
と
し
た
。
た
だ
し
、

「漢
文
大
系
日

墨
子
問
詰
』
（
冨
山
一
房
、

一
九
一
一
一
一
年
）
の
注
を
参
考
に
文
字
を
改

め
た
部
分
も
あ
る
。

（
日
）
吉
永
慎
二
郎
著

「戦
園
思
想
史
研
究
』
（
朋
友
書
店
、
二
C
C四
年
）
第
四
部
・
第
二
章
「
墨
家
思
想
と
孟
子
の
放
伐
論
」
を
参
照
し
た
。

（
日
）
渡
遺
卓
著

「古
代
中
園
思
想
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
七
三
年
）
第
三
部
「
墨
家
の
集
圏
と
そ
の
思
想
」
の
第
二
章
「
「墨
子
』
諸
篇
の
著
作
年
代
」

を
参
照
し
た
。

（
日
）
本
稿
中
に
お
け
る

「孟
子
』
本
文
の
引
用
は
、
四
部
叢
刊
初
編
締
本

「春
秋
公
羊
経
惇
解
詰
・
春
秋
穀
梁
惇
・
孝
経
・
論
語
・
孟
子
・
爾
雅
』
（
牽

湾
商
務
印
書
館
、

一
九
六
七
年
）
を
底
本
と
し
た
。

（げ）

「十
三
経
注
疏
』
の
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
馬
辛
民
責
任
編
輯

「十
三
経
注
疏

孟
子
注
疏
』
（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
C
C
C年
）
、
朱
子
の

「孟

子
集
註
』
に
つ
い
て
は
、

「漢
文
大
系
l

大
学
説
・
大
学
章
句
・
中
庸
説
・
中
庸
章
句
・
論
語
集
説
・
孟
子
定
本
』
（
冨
山
一
房
、

一九
O
九
年
）
を



用
い
た
。

（
日
目
）
近
藤
則
之
著

「「
有
子
』
と

「窮
達
以
時
』
の
「
天
人
の
分
」
に
つ
い
て
先
後
関
係
の
検
討
を
中
心
に
』
（
「中
国
哲
学
論
集
」
幻
・
お
合
併
号
（
九

州
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
、
二

O
二
一
年
）
所
収
）
o

近
藤
氏
は
、
天
論
篇
の
「
楚
王
は
後
車
千
乗
な
る
も
、
知
に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
記
述
に

注
目
し
、
ご
と
で
数
あ
る
諸
侯
の
中
で
、
楚
王
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
と
と
か
ら
、
天
論
篇
の
成
立
と
有
子
晩
年
の
地
で
も
あ
る
楚
固
と
の

関
連
を
指
摘
す
る
。
近
藤
氏
の
指
摘
す
る
天
論
篇
以
外
に
も
、
非
相
・
儒
放
・
栄
辱
・
君
道
の
各
店
一
で
楚
王
や
楚
国
の
臣
下
の
名
、
「
楚
人
」
の
語

が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
近
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「萄
子
』
の
各
篇
の
い
く
つ
か
は
、
楚
地
域
の
学
術
と
で
強
く
結
び
つ
い
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

（
凶
）
本
稿
中
に
お
け
る

「有
子
』
本
文
の
引
用
は
、
四
部
叢
刊
初
編
縮
本

「孔
子
家
語
・
有
子
・
孔
叢
子
・
新
語
・
新
書
』
（
蓋
湾
商
務
印
書
館
、

九

六
七
年
）
を
底
本
と
し
た
。
た
だ
し
、
王
天
海
緯

「有
子
校
緯

上
・
下
冊
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

C
C
五
年
）
の
注
に
従
い

一
部
文
字
を

改
め
て
い
る
。

加
）
金
谷
治
著

「管
子
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
）
を
参
照
し
た
。
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（
幻
）
本
稿
中
に
お
け
る

「管
子
』
本
文
の
引
用
は
、
四
部
叢
刊
初
編
縮
本

「孫
子
集
注
・
六
翰
・
呉
子
・
司
馬
法
・
同
日
子
・
部
析
子
・
商
子
・
韓
非
子
・

斉
民
要
術
』
（
牽
湾
商
務
印
書
館
、

一
九
六
七
年
）
を
底
本
と
し
た
。
た
だ
し
、

「漢
文
大
系
幻

管
子
纂
詰
・
妻
子
春
秋
』
（
冨
山
一
房
、

一
九
一
六
年
）

に
従
い

一
部
の
文
字
を
通
行
の
字
体
に
改
め
て
い
る
。

（
幻
）
本
稿
中
に
お
け
る

「韓
非
子
』
本
文
の
引
用
は
、
四
部
叢
刊
初
編
縮
本

「孫
子
集
注
・
六
輯
・
呉
子
・
司
馬
法
・
管
子
・
部
析
子
・
商
子
・
韓
非
子
・

斉
民
要
術
』
（
蓋
湾
商
務
印
書
館
、

一
九
六
七
年
）
を
底
本
と
し
た
。
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荊
門
市
博
物
館
編

郭
店
楚
墓
竹
筒

文
物
出
版
社

一
九
九
八
年
）
を
底
本
に
、
池
田
知
久
編

「郭
店
楚
簡
儒
教
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二

O

。
三
年
）
所
収
の
釈
読
を
参
考
に
書
き
下
し
た
。

（
叫
）
李
的
晶
子
勤
、
玉
編

「清
華
大
的
晶
子
裁
戦
園
竹
筒
（
士
一
旦
）
』
（
中
西
童
日
局
、
二
O
一
O
年
）
・
李
的
晶
子
勤
、
王
編

「清
華
大
的
晶
子
裁
戦
園
竹
筒
（
参
）
』
（
中
西
書
局
、
二

。
二
一
年
）
に
て
写
真
・
穆
文
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
お
）
肖
芸
暁
著

「試
論
清
華
竹
書
伊
予
三
篇
的
関
聯
』
（
簡
吊
網
・
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
、
二

O
一一一一年）〈
E
G＼
＼
者
司
君

Z
B
2
m
g＼
印
宮
司
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劃
線
と
は
、
連
続
す
る
竹
簡
の
背
面
に
つ
け
ら
れ
た
斜
線
状
の
傷
で
、
簡
冊
を
筒
状
に
巻
い
た
状
態
、
あ
る
い
は
素
材
の

状
態
の
竹
筒
の
段
階
で
付
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
劃
線
を
根
拠
に
簡
を
配
列
す
る
方
法
は
、
北
京
大
学
戴
漢
簡
を
扱
っ
た
、
孫
浦
陽
著

「簡
冊

背
劃
線
初
探
』
（
「出
土
文
献
輿
古
文
字
研
究
』
第
四
輯
（
復
旦
大
学
出
土
文
献
血
〈
古
文
字
研
究
中
心
編
、
二

O
一
一
年
）
所
収
）
で
の
指
摘
に
始
ま
る
。
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